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在 宅 介 護 支 援 セ ンタ ー に お け るケ ー ス マ ネ ジ メ ン ト

実 践 と ソー シ ャル サ ポ ー ト・ネ ッ トワー クの形 成(1)

副 田 あけみ

1在 宅介護支援セ ンター

1)在 宅介 護支援 セ ンターにたいす る研究 関心

在宅介護支援 セ ンターは、1989年12月 に出 された 「高 齢者保健福祉推進10ケ

年戦 略(ゴ ール ドプラ ン)」でその創設が 提唱され、1990年 度 か らその事業が開

始 され た。ゴール ドプラ ンでは、1999年度末 までに この在宅介護支援 セ ンターを

全国 で10000ケ 所整備す る予定 にな って いるが、1993年 度末現在 で まだ1239ケ 所

の設 置であ る。今後 、市 町村 自治体 は急速 な勢 いでその数をふや して いかなけ

れば な らな いわけであ るが、 この在宅介護 支援セ ンター(以 下、支援 セ ンター

と略記 す る)に かんす る研究関心 は、大 き くわ けて2つ ある と考 え られ る。

ひ とっは、福祉行政論や福祉組織論か らの関心、もうひとつ は援助実践論(ソ ー

シャル ワー ク論)か らの関心で あ る。前者 は、社会福祉制度上 の改正 と地域 に

おけ る保健 ・福祉サ ー ビスの多様化、充実化政策の もとでの関心 といって よい。

1990年6月 の福祉関連8法 の改正 によ って、市町村 自治体 による地域福祉サー ビ

スの統合的運営 が期 待 され ることにな り、サ ー ビス利用 にか んす る調 整組織 の

あ りよ うが重要 とな って きた。 これによ り、主 と して民間のサー ビス提供組織

(特別養護老人ホームや老人保健施設 、病 院な ど)に 委託 され る支援 セ ンターの

サ ー ビス調整責任 と行政のサ ー ビス提供責任 との関連や、支 援セ ンター と今後

さ らに増加す る他の民間非営利お よび営利 サー ビス提供組織 との連携 ・調整 シ

ステムが問題 にな って きてお り、サー ビス提供組 織、サ ー ビス調整組織 のア ド

ミニス トレー シ ョン、 システ ム化 などへ の関心 が高ま って い る1)O

後者 の関心 は、支援 セ ンターが相談、 お よびニーズ と保健 ・福祉サ0ビ スの

媒介 、複数 のサ ー ビス提供組織やサー ビス決定機 関な どとの連絡 ・調整 といっ
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た福祉援助実践、っ ま りソー シャル ワー クをお こな うことを期待 されて いるこ

とによる。 こう した機能 を果 たす専 任職員 と して、支援セ ンターには ソーシャ

ル ワーカーか保健婦、介護福祉士の資格を もつケ アワーカーか看護婦 の2名 が国

基準 では配置 され ることにな って いる。 ソー シャル ワーカ ー と して は社会福祉

士 の資格 を もつ ものの配置が期待 されてお り、 ソー シャル ワー クの専門家(エ

キスパー ト)が 活躍でき るあた らしい実践の場が拡大 されつつあ るといえる。そ

こでの援助実践の実態の研究 は、わが国 にお ける在宅 ケアに焦点 をあてた ソー

シャル ワー ク実践の あ りか たや、それを規定す る制度的条件 などを検討す るの

に、また、 ソー シャルワーカーの専 門性 を考察 して い くの に も、貴重 な情報を

提供 して くれ るはずであ る2)。

筆者 は、後者の関心か ら、都下にあ るふたっの支援セ ンターにおいて、職員

の援助実践 の状況を、主 にケース記録か ら得 た情報の分析 と、支援セ ンター職

員や他機関 ・組織 の職員 にたいす る ヒヤ リング とい う方 法を用 いて調査 し始め

た ところで ある。

2)在 宅介護 支援 セ ンターの機能

支援 セ ンターの目的 は、その実施要綱 につ ぎのよ うに記載 されて いる。「在宅

介護支援 セ ンター運営事業 は、在宅の要援護老人 の介護者 な どに対 し、在宅介

護 に関す る総合的 な相談 に応 じ、在宅 の要援護老人及 びその介護者の介護等 に

関す るニーズに対応 した各種 の保健 、福祉サ ー ビスが、総 合的 に受 け られ るよ

うに、市町村等関係 行政 機関、 サー ビス実施機関等 との連絡 調整 等の便宜を供

与 し、 もって、地域 の要 介護老人及 びその家族の福祉の向上 を図 ることを目的

とす る。」そ して、以下 の事業を地域 に積極 的に出向 き、または支援 セ ンターに

お いてお こな うことと規定 されて いる。

ア 地域 の要介護老人の実態等 の把握、公的保健福祉サー ビスの広報 、および

その積極 的利用 にっ いての啓発をお こな う

イ 在宅介護にかんす る各種の相談にたい し、電話 ・面接相談等 によ り総合的

に応 じる
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ウ 地域の要援護老人やその他家族 の公的保健福祉サー ビスの利用 申請手続 き

の便宜 を図 る等 、公 的福祉 サー ビス適用 の調整をお こな う

工 市町村 の公的保健福祉サー ビスの円滑 な適用 に資す るため、個別の要援護

老人およびその世帯 の介護ニーズ等 の評価 をおこな うとともに、処遇のあ

り方 につ いて の諸資料 を作成す る

オ 要援護老人 を抱 え る家族等か らの相談 や在宅介護相談協力員か らの連絡を

受 けたば あい、訪 問などによ り在宅介護の方法等 にっ いての指導、助言を

お こな う

力 介護機器の展示、利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器 の紹介、選定

および具体的な使用方法 な らびに高齢者向 け住宅への増改築 にかんす る相

談 、助言 をお こな う

キ 相談協力員 にたいす る定期的な研修会、および支援セ ンター と相談協力員

との情報交換 および相談協力員相互 の情報交換、親睦等を図 るための相談

協力員懇話会 の開催、な らびに相談協力員 との 日常的な連絡調整をお こな

うこと

ク 在宅介護支援 セ ンター運営協議会 を定 期的に開催す る

(平成5年6月 社会局長 通知 「在宅老人福祉対策事業の実施及 び推進 にっ

いて」別添4老 人デイサー ビス運営事業実施要綱 の2在 宅介護支援

セ ンター運営事業)

これ らの内容 か らわか るよ うに、支援 セ ンター と して期待 され て いる明示的

な社 会的機能 は、①在宅介護 にかんす る地域 のニーズ発見機能、②公 的サ ー ビ

スにかんす るア クセ スを高 めるための情報提 供機 能、③在宅介護 にかんす る総

合的 な相談機能、④公的 サー ビスへの ア クセスを高め るための申請 手続 きの便

宜を図 る(申 請代行 な どの)機 能、⑤公的サ ー ビスの適用を図 る調 整機能、⑥

相談 にたいす る紹介 や指導 ・助言機能、⑦地域 の公的社会資源 との連絡調整機

能で あ る。

今 の ところ、支援 セ ンターの ほとん どは、民間 の医療 、保健、福祉 サー ビス

提供組織 に併設 す る形で設置 されている(特 別養護老人 ホーム併設891、 老 人保

健施設併設176、 病院併設108、 その他64-1993、3月 末現在)。 それ ぞれの
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支援 セ ンターは、上記の よ うな社会 的機 能を設立 当初 か らまんべん な く遂行 し

て いる とい うよ りは、それ ぞれの組織上 の特徴 や、支援 セ ンターが置かれて い

る地域 のサ ー ビス提供組織 との連携状況 また、サー ビス量 その ものなどに規 定

されっっ、 その発展 の段階 において、 どれかの機 能 によ り比重 をかけなが ら事

業全体 の 目的達成 のために諸機能 を遂行 して いる とい うのが実情 であろ う。

支援 セ ンターには介護 の総合相談 に応 じる職員 を専任でお く、 また、併設施

設 の協力を得て24時 間の相談体制 を とる、とい うことにな って いる。 こう した

ことか ら理解 できるように、支援セ ンターでは、上記 の機能のなかで も、③、④ 、

⑤ 、⑥ の遂行が よ り期待 されて いる とい ってよい。

これ らの機能は、実際には職員の具体的 な諸行為によ ってはたされて い く。 こ

の諸行為 は、介護 にかんす るあ らゆ る相談 に応 じ、サ ー ビスや機器 の紹介、助

言 ・指導 をお こなったり、要援護高齢者 と介護者 の在宅介護 にかんす る介護 ニー

ズを多面的 にアセス メ ン トし、 ケアプラ ンを作成 して必要 なサー ビスが利用で

きるよ う他 の機関 ・組織 と連絡 しなが ら調整 を図 って い くとい った ものであ る。

これ は、 ソー シャル ワー ク論 の ジェネラ リス ト・アプ ローチで い う問題解決 の

ために ワーカーが とるべ き技法 と、援助 内容(イ ンターベ ンション)に 他 な ら

ない3)。これ らの諸行為が ソー シャルワーカーで はな く、保健婦や看護婦 によ っ

てお こなわれ た と して も、医療 や看護 のニ ー ドに加 えて、介護を必要 とす る人

の在宅生活全般、また、その生活を支 える介護者、家族の生活全般 にっ いて、多

面的、総合的 にニ ーズを把握 して多様 な援助行為 をお こな ってい くという原則

に従 って いれば、それは ソー シャル ワー ク機能の遂行 といってよい と考え る。だ

か ら、支援 セ ンターの職 員の一連 の諸行為 の実態 を把握す ることは、 そこでお

こなわ れて い るソー シャル ワー ク実 践の実態 を理解す ることにな る。

だが、支援セ ンターでの こ う した機能遂行 にか ん しては、 ソー シャル ワー ク

よ りもケースマネジメ ン トの用語 が用い られ ることのほ うが多い4)。支援セ ンター

は、 ケースマ ネ ジメ ン トの実施機関 、「ケ ースマネ ジメ ン ト援助 の明確 な拠 点」

として設置 されることにな った という認識 もあ る5)。これ に従えば、支援セ ンター

での職員 の援助実践を ソー シャル ワークと して理解す るよ りも、 ケースマネ ジ

メ ン トの用語を用 いて理解 す るほ うが適切 か もしれな い。 そ うす ると、わが国
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の大多数の社会福祉援助実践の現場で用 い られ るべき実践方法は、ク リニカル ・

ソー シ ャル ワー クよ りもまず ジェネラ リス ト・ソー シャル ワー クであ り、支援

セ ンター におけ る援助実践 は、わが国 におけ るソー シャル ワー ク実践の有 力 な

発展方 向で あ ると考 え る筆者 と して は、 ソー シャル ワー クとケースマネ ジメ ン

トとの関係 にっ いて 多少 な りと も検討 しておかねば な らない。本稿ではそ う し

た検討 をまず お こないたい。その作業 を とお して、支援セ ンターにおけ る職 員

の援助 実践 の実態を分析す る枠組 みを作成 して い く。

また、わが国の ソー シャル ワー ク論 では、近年、 サ ポー トネ ッ トワー ク論が

さかん にな りつつあ る。ケースマネ ジメ ン トの議論 にお いて も、 ソー シャルサ

ポー ト・ネ ッ トワー クの形成 ・強化が その目標で ある とい う主張が なされて い

る。 これ らの議論 は、援護 ・介護 を要す る人の在宅生活 を成 り立 たせ るために、

また、 その人 を援護 ・介護す る人 々を支援 して い くため に、人 々のネ ッ トワー

クの形成が重要 であ ることを論 じて いる。支援セ ンター事業の 目的は 「地域 の

要介護老人及 びその家族 の福祉 の向上 を図 ること」 であ るか ら、支援 セ ンター

におけ る実践内容を、 このサポー トネ ッ トワー クの形 成 ・強化 という視点 か ら

分析す るこ とも必要 と思われ る。そ こで、 このサポー トネ ッ トワーク論 につ い

て も若干の検 討 をお こない、実 態を分析 して い くさいの視 点、枠組 みを探 って

みたい。

本稿 は、実態調査の分析枠組 み ・視点 を導 くための、上 記の点 にかんす る検

討作業の結果 を報告す る ものであ る。調 査の分析結果 と考 察 につ いては、稿 を

改めて報告す る。

2ケ..__ス マ ネ ジ メ ン ト と ソ ー シ ャ ル ワ ー ク

1)「 ケ ー ス マ ネ ジ メ ン ト ・シ ス テ ム 」 と 「ケ ー ス マ ネ ジ メ ン ト

実 践(ケ ー ス マ ネ ジ メ ン ト ・サ ー ビ ス)」

ケー スマ ネ ジメ ン トは、「専 門 ソー シャル ワー クの一 様式 」6)であ るとか、「ソー

シャル ワー クにお いて は 中核 とな る技 能 」7)とい う と らえ か た が 、近年 の ソー シ
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ヤル ワー ク論 の なかでは一般的 にな って きて いる。 しか し、ケ ースマネ ジメ ン

トとい う概 念は、 アメ リカにおいて もイギ リスにお いて も、 ソー シャル ワーク

理論や ソー シャルワー ク技法の発展 のなかで生み出 されて きた ものではない。そ

れ は、障害者や要介護高齢者 の在宅生活 を促進 して い くうえで、かれ らに とっ

て効果的 な福祉 ・保健サ ー ビスの統合的供給 システムの構築 を模索す る行政上

の試み として、 また、医療 ・福祉サ ー ビスにかか る社会的費用 を抑制す ること

を目標 とした効 率的 なサ ー ビス供給 システムの構築 とい う政策上 の試みのなか

で、主 として公的機 関において登場 し、発展 して きた。

アメ リカにお いては、1960年 代、70年 代 に公的機関がそれぞれ各種のサー ビ

ス ・プ ログラムを発展 させて い ったが、多様 な問題 やニーズを もつ人 々は こう

したサ ー ビス ・プ ログラムを うま く利用す るこ とがで きず、適切 なサ ー ビスを

うけることがで きない状況が認識 されて きた。 こう したなかで、71年 に、保健 ・

教育 ・福祉省が 、州 や地方 自治体 にお いて、連邦政府 のサー ビス ・プ ログラム

の コーデ ィネー シ ョンを改善す るため に、各種のアプローチを試す 「サー ビス ・

イ ンテグ レーシ ョン」とよばれるプ ロジェク トに補助金を出す ことにな った。そ

のプ ロジェク トでは、州 や地方 自治体の諸機関間の結 合 システムの検討が焦点

とされた。 そ して、「クライエ ン ト分類 システム(ク ライエ ン ト・トラッキ ング ・

システム)、情報 と リファーラル ・システム、複数機関 によるプラニ ング とサー

ビス供給合意 システム、資源 目録の コ ンピュータ入 力化 、マネ ジメ ン ト再組織

化 プ ロジェク ト」 といった技法が開発 された。 また、多 くのプロ ジェク トでは、

「システム ・エ ー ジェン ト」 とよばれ るケースマネ ジャーを専任 として配置 し、

クライエ ン トの ために各種の資源を コーデ ィネイ トして諸 サー ビスの統 合的供

給 に責任を もつ ことが その役割 として期待 された8)。

また、50年 代 の半 ばか らの精神保健 や知 的障害者福祉 の分野 にお ける脱施設

化運動 が、在宅 ケアのサ ー ビス ・プ ログ ラムの拡大 がみ られ るよ うになったに

もかかわ らずそれ らが分断 されて いることにた い して、統合 的なサー ビスの供

給 によ るア フターケ アを強 く求 めて きた。 これにたい し、国立精神保健研究所

はサー ビス統合 のネ ッ トワー クづ くりを 目的 とした 「コ ミュニティ ・サポー ト・

システム(CSS)」 とよばれ るプロジェク トの実施 を各州 に提案 し、70年 代 に19
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の州 の特定機関が助成金 を うけて、プ ロジェク トを実施 した。 これ らの機関は、

サ ー ビス提供諸機 関 とサ ー ビス供給 にかんす る合意 を形成 して公式 の契約 を結

び、ケースマネ ジャーを専任で配置 して地域 の精神障害者 のニーズを アセスメ

ン トさせ、 ケースマネ ジャーが コーデ ィネイ トと した諸サ ー ビスをすみやか に

供給 させ るとい うシステ ムを採用 した9)。

さらに、高齢者 ケアの分野において は、ナー シングホー ム入所 にともな う公

的医療費削減 のために、地域長期 ケアモデル事業が開始 された。72年 か らの ウ

ェイバ ー ・プ ログラムは、 メデ ィケイ ドを所管す る保健 ・福 祉省 の医療 ケア財

務課が財源を出 して お こなわれた。 これ は、 ナー シングホーム入所者 にかか る

費用の一定割合 を越え な い範囲で、 コ ミュニテ ィを基盤 と したケ アサ ー ビスを

コーデ ィネイ トす る権限 をケースマネ ジャー に与え、 メデ ィケイ ドの資格要件

を満た して いる60歳 以上 の クライエ ン トに対す るケアプ ラニ ングの作成 とその

実施を求 める もので あ った。同様 の(81年 か らの)メ デ ィケイ ド特例実験 プ ロ

ジェク トにつ いて は、効果研究 もお こなわれ た1。)。Austinに よ ると、 こう した

モデル事業 はケースマ ネ ジメ ン トのサー ビスマネ ジメ ン ト・モデル とよべ るも

ので、特定 の予算 の枠内 においてケアプ ラ ンを作成 してい くこと、 よ り低 い コ

ス トで クライエ ン トが地域 で暮 らせ るよ うサ ー ビス供給 を検討す る ことがその

目標で ある。そ して、近年 の医療分野 を中心 と したマネ ジ ッ ドケア というモデ

ルは、予算 の先払 い方式 によ って、サー ビス提供組織 に コス トの統制 、予 防的

サー ビスの促進 、低 コス トのサ ー ビス による代替 な どを追求 させ ることを 目標

と して お り、 クライエ ン トにたいす るケ アサ ー ビスの リス トがふえて いかな い

よ うケースマネ ジャーに、ゲー トキ ーパ ー(門 番)的 役割 をは たす ことを求め

て いる11)0

以上 のよ うに、 ケースマネ ジメ ン トは分断化 されて いる公 私のサ ー ビスを統

合す るシステム を模索す る組織 の運営 ・管理方式 と して、 さ らには、全体 と し

ての医療費 ・福 祉費 な ど公 的費用 の増加 を抑制す るためのサ ー ビス供給 システ

ム と して、行政 上、政策上 の要請か ら発展 して きたわ けで ある。が、 その シス

テムの枠内 にお いて、実 際にケアプラ ンを作成 し、必 要なサ ー ビスを コーデ ィ

ネイ トした り、費用計算 した りす る役割 はケースマネ ジャーの仕事 である。 そ
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の 仕事 内容 につ いて は、 たん に ケ ース マ ネ ジメ ン トとい うよ り、 ケ ー ス マ ネ ジ

メ ン ト ・サ ー ビス あ るい は ケ ー スマ ネ ジメ ン ト実 践 とい う用 語 で と らえ た ほ う

が わ か りやす い。

0℃onnorは 、81年 に開 かれ た社 会 福祉 全 国 会 議 で の最 終 レポ ー トで も、ケ ー

ス マ ネ ジメ ン トが 「サ ー ビス供 給 の運 営 ・管 理 上 の活 動 なの か 、 ケ ー ス マ ネ ジ

ャー と クラ イエ ン トとの相 互 作 用 な のか 」決 定 されず 、 ケ ー スマ ネ ジ メ ン トの

本 質 は不 明確 な ままで あ った とい い、前 者(サ ー ビス供給 の運 営 ・管理)を 「ケ ー

ス マ ネ ジメ ン ト ・シス テ ム」、後者(ケ ース マ ネ ジ ャー と クラ イエ ン トとの相 互

作 用)を 「ケ ース マ ネ ジメ ン ト実 践 」 と し、 用語 を わ けて 使 う こ とを 提案 して

い る12)。

ただ し、0℃onnorは 「ケ ー ス マ ネ ジメ ン ト・シス テ ム」 の構 成要 素 と して、

ケ ー ス マネ ジメ ン ト実 践 が お こな われ る組 織 内 の ス タ ッフの地 位 、機 能 、役 割、

焦 点 と ター ゲ ッ ト、 技 法 にっ いて論 じて お り、 組 織 と組 織 外 の 多様 なサ ー ビス

提供 機 関 ・組 織 との関係 と い う、その対 象 とす る地 域 にお け る全 体 と して のサ ー

ビス供 給 シス テ ム のあ りよ うにつ いて は述 べ て い な い。Austinに よ る と、ア メ

リカで は ケ ー ス マ ネ ジメ ン トが ひ とっ の サ ー ビス提 供組 織 内 の サ ー ビス コ ーデ

ィネ ー シ ョン ・メ カニズ ム と して理解 され る こ と もあ るとい う ことだ13)。だか ら、

0℃onnorの よ うな 「ケ ース マ ネ ジメ ン ト・シス テ ム」の理 解 が あ って も不 思議

で は な い。 だが 、 ケ ース マ ネ ジメ ン トの 用 語 が 出現 して きた そ の背景 は、 そ も

そ も多様 なサ ー ビス提 供 機 関 ・組織 が分 断 化 され て い る状 態 の 中で 、 いか に諸

サ ー ビスを統 合 して い くか その方 法 を 探 る とい う こ とで あ った の だか ら、「ケ ー

ス マ ネ ジメ ン ト ・シス テ ム」 の 用語 は 、 ケ ー ス マネ ジメ ン ト実 践 組織 と他 の多

様 な サ ー ビス提 供 機 関 ・組 織 との有 機 的 な関 連 性 につ いて用 い るの が よ りよ い

と思 わ れ る。

っ ま り、 地域 全 体 の諸 機 関 ・組 織 の サ ー ビス統 合 とか サ ー ビス コ ーデ ィネ ー

シ ョンを め ざ した サ ー ビス管 理 ・運 営 システ ム と い う意 味で の、 あ る いは また、

公 的 サ ー ビス の費 用 抑 制 を め ざ した サ ー ビス供 給 ・調 整 シス テ ム とい う意 味 で

の 「ケ ース マ ネ ジメ ン ト ・シス テ ム」 の もとで 、 ケ ー ス マ ネ ジ ャーが アセ ス メ

ン ト、 ケア プ ラニ ング、 イ ンター ベ ンシ ョ ン(サ ー ビス の媒 介 、 コー デ ィネ シ
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ヨン、購入 な どを含 む多様 な援助内容)、 モニ タ リング、再 アセスメ ン ト、終結

とい った基 本的課題を遂行 して い くのが 「ケースマネ ジメ ン ト実践(ケ ースマ

ネ ジメ ン ト ・サ ー ビス)」 であ るととらえ るのが よい と考え る。

Austinに よると、ア メ リカで は今 日、ケースマネ ジメ ン トはたいへんポ ピュ

ラーな もの にな ってお り、公的機関 にお ける経済給付 、メデ ィケイ ド、児童福

祉、高齢者福祉 、障害者 福祉、精神保健、青少年福祉 な どにおいて実施 されて

いる他 、料金制 に もとつ く組織 やプライベ ッ ト・プラ クテ ィス(私 的実践)に

おいて も実施 されている14)。このようにケースマネ ジメ ン トが広範 に受 け入れ ら

れるよ うにな ったのは、ケースマネ ジメ ン トがサ ー ビス提供 組織間 の構造的関

連性 とその財源パ タ ンを基本的 に変え ることな く、供給 シス テムを統 合で きる

機能 とみな され たか らであ る15)。Kaneに よれば、今 日で は多 くの組織がケース

マネ ジメ ン トを お こな いたが って いて、行政機 関が窓 ロを一 本化 した 「ケース

マネ ジメ ン ト・システム」を創 ることに抵 抗を して いた りす る。だが、サー ビ

ス提供組織が それぞれか ってにケースマ ネジメ ン トをお こな うこ とで、分 断化

され たサー ビスの統合 という当初の ケースマネ ジメ ン トにた いす る期 待 とは反

対 に、サ ー ビス提供の分断化が進む とい う皮 肉な結果 もお こりかね ない。 また、

サー ビス提供組織 がケ ースマネ ジメ ン トをお こな うことで、 ケースマネ ジャー

が所属 す る組織 のサー ビスを必要 とす る人 たちだけを対象 とす るよ うにな って

ゆ く恐 れが ある16)。

実 際、ア メ リカ にお いては、ケースマネ ジメ ン トの基本的課題 にかんす る合

意は ある ものの、か な り多様 な 「ケースマネ ジメ ン ト・システム」が存在 して

いる。Austinは その多様性 を整理す るため に、 「サー ビス指 向のケースマネ ジ

メ ン ト」と 「システム指向のケースマネ ジメ ン ト」という用語を用 いてい る。多

様性の ひ とつの極 に 「サ ー ビス指向のケースマ ネ ジメ ン ト」があ り、 もう一方

の極 に 「システ ム指 向のケースマネ ジメ ン ト」が ある。実 際のケ ースマネ ジメ

ン トは この連続上 に位置 す るが、 どの位 置 に くるか は、サー ビス とシステ ムの

それ ぞれの特徴 の混合 によ って決 まる。 「サ ー ビス指 向のケースマネ ジメ ン ト」

プ ログラムは、クライエ ン トのニーズに焦点 をあて、伝統的なア ドボカ シー(代

弁)の 技法 と活動 を強調 し、 ケースマネ ジャーは主 に仲介者、ケ アプラ ンのデ
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ザ イ ン、実 行、交 渉 役 と して機 能す る。他 方 、「シス テ ム指 向 の ケー スマ ネ ジメ

ン ト」 プ ログ ラ ムで は 、 ケ ー ス マ ネ ジャーが サ ー ビス を 購入 した りそ れ を終 了

した りす る権 限 を もち、 ア ドボ カ シーや サ ー ビス の コ ーデ ィネ イ トもお こな う

が ゲ ー トキ ーパ ー的課 題 に よ り責 任 を もっ。80年 代 の保 健 、福 祉 領域 の著 しい

財 政 削 減 策 の も と、 この シス テ ム指 向 の強 いサ ー ビス マ ネ ジメ ン ト ・モ デ ルや

マ ネ ジ ッ ドケ ア ・モ デ ル の ケ ー ス マ ネ ジメ ン ト ・プ ロ グ ラム が 医療 や高 齢 者 の

長 期 ケ ア関連 の 分野 で 目立 って きて い る17}。

Austinの い う 「サ ー ビス指 向 の ケース マ ネ ジメ ン ト」 と 「システ ム指 向 のケ ー一

スマ ネ ジメ ン ト」 と い う用 語 、Kaneの 表 現 で は 「クラ イ エ ン トの ア ドボ カ シー

を強調 す るアプ ロー チ」 と 「資源 配分 を 強調 す るア プ ローチ」18》は、ケ ー スマ ネ

ジメ ン ト・プ ログ ラ ムを分 類 す る もので あ って 、 必 ず しも先 に述 べ た 「ケ ー ス

マ ネ ジメ ン ト実 践 」 と 「ケ ー ス マ ネ ジメ ン ト ・システ ム」 とい うケ ース マ ネ ジ

メ ン トを理解 す るさいのふ たつ の次元 につ いて述 べ た もの で はな い。 ただ し、「シ

ス テ ム指 向 の ケ ース マ ネ ジメ ン ト」 プ ロ グ ラム は 、 ケ ース マ ネ ジ ャーが サ ー ビ

ス供 給 にか ん す る権 限 を もち、 サ ー ビス提 供 組 織 の裁 量 を減 じる こ とに よ って

サ ー ビス提 供 組織 間 の相互 依存 関係 を強 くす る とい う影響 をあ たえ る ことが オ ー

ソラ イズ され て い る。 だ か ら、 この シス テ ム レベ ル の 要 因 に よ ってケ ース マ ネ

ジメ ン ト実践 レベ ル の 内容 が よ り強 く規 定 され る と考 え られ る。

Austinに よ る と、公 的 な ケ ー スマ ネ ジメ ン ト・プ ロ グラ ム にお いて は、 シス

テ ム指 向 の強 いケ ース マ ネ ジメ ン ト・プ ログ ラム に な る傾 向が 強 い。 そ のた め 、

そ の プ ログ ラ ム に お け るケ ース マネ ジメ ン ト実 践 は、 直接 的 なサ ー ビス提 供 以

上 に財 政 上 の責 任 と クラ イエ ン トの環 境 に た いす る介入 を強 調 し、 ゲ ー トキ ー

パ ー的 役 割 を求 め るか ら、 カ ウ ンセ リング な どの専 門性 指 向 の強 い ソー シ ャル

ワー カ ー に と って 魅 力 的 な仕事 とな って い な い19)。

Nettingも ま た、 そ の点 を指 摘 して い る。 「シス テ ム指 向 の強 いケ ー ス マネ

ジメ ン ト」で あ る 「マ ネ ッジ ドケ ア ・モ デ ル は、資 源 の効 果 的 利用 の ため にサ ー

ビス を モニ ターす るゲ ー トキ ー ピ ング機 能 を 伴 う、 医療 モ デ ル に もとつ くプ ラ

イマ リー ケ アを 目的 と した ケ ース マ ネ ジメ ン トモ デ ル の典 型 例 で あ る」。 そ こで

は 「ケ ー スマ ネ ジャー は 問題 解 決 者 、 代 弁者 、 仲 介 者 、 プ ラ ンナ ー、 コ ミュニ
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テ ィ ・オ ーガ ナ イ ザ ー、多 くの機 関 ・組織 の橋 渡 し役 、サ ー ビス ・モニ ター 、記

録 管 理 者 、 評 価 者 、 コ ンサ ル タ ン ト、 コ ラボ レイ タ ー、 カ ウ ンセ ラ ー、 サ ー ビ

ス供 給 係 り とい った多 くの役 割 の い くつ か を組 み 合 わ せ て 遂行 す る。 クラ イエ

ン トの代 弁 機 能 とゲ ー トキ ー ピ ング機 能 とのバ ラ ンス を と る こ とは、 ケ ース マ

ネ ジャー の も っ と もむず か しい課 題 で あ る」x。)。

ただ 、 ケ ース マ ネ ジメ ン ト実 践 を 実 際 にお こな って い る組 織 の ケー ス マ ネ ジ

ャー や ス ー パ ー バ イ ザ ー に た い して お こな ったSeecombeら のオ レゴ ン州 で の調

査 に よ る と、 ケ ー ス マ ネ ジ ャー た ち は平 均 的 に い う と、 と くに介 護費 用 の抑 制

とか低 コス ト化 を考 慮 して ケ ア プ ラ ンを たて て い るわ けで は なか った。 や は り

まず は高 齢 者 の介 護 ニ ーズ の て い ど、 そ して二 番 目 に高 齢 者 と介 護 者 の長 期 的

な福祉 のて い ど、つ ぎに介 護が ふ た り以 上 の人 で お こなわ れ て い るか ど うか 、介

護 者 の 介護 動 機 は な にか 、 と い った点 を順 次 考 慮 に入 れ て 、 つ ま りクラ イエ ン

トや家族 の代弁 役割 をよ り重 視 して、ケ アプ ラ ンを作 って い る と回 答 して いる2')。

も っと も調 査 者 たち は 、費 用 抑 制 や低 コス ト化 は 自明 の こ と と して ケ ース マネ

ジ ャー た ち が と くに取 りあ げ な か った の で は な い か と解 釈 して い る。 いず れ に

して も、ケ ース マ ネー ジ ャーが ふ たつ の機 能 を実 際 に遂 行 して い くとな る と、そ

れ は 「そ の 仕 事 にス トレス と不 確 か さ を与 え る と と もに、倫 理 的 ジ レ ンマ を も

た らす 可能 性 が 高 い」zz)と想 像 す る こ とはで き る。

この ワー カ ーの 仕事 内容 、 つ ま りケ ー ス マ ネ ジメ ン ト実 践上 の諸 役 割 につ い

て 、Austinは 、社 会 福祉 の学 部 教 育 で教 え られ て い る ソー シ ャル ワー クの ジ ェネ

ラ リス ト・アプ ローチの それ とほ とん ど0致 して い る とい う23)。Rubinも ま た、ケ ー

ス マ ネ ジメ ン トの 用 語 は最 近 発 展 して きた け れ ど も、 その 実 践 の構 成 要 素 は職

業 リハ ビ リテ ー シ ョンや保 健 婦 活 動 、 ソー シ ャル ワー クな どの知 識 に お い て知

られ て きた もの で 、 別 に新 しい考 え方 で は な い、 ソー シ ャル ワー クの知 識 で い

え ば、 ミナ ハ ン らの統 合 理 論 を発 展 させ て い った ジェ ネ ラ リス ト ・ソー シ ャル

ワー クの考 え方 とパ ラ レルで あ る とい って い る24)。さ らに、O℃onnorは 上 級 ジ ェ

ネ ラ リス ト実 践 の方 法 と して と らえ て い る25)。

ただ し、 ジェネ ラ リス ト・アプ ロー チ にお け るワ ー カ ーの役 割 ・技 法 には、 コ

ス ト計 算 や予算 コ ン トロール の権 限 の行使 とい った もの は含 まれて は いな い。 だ
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か ら、 正 確 に いえ ば 、 ジェネ ラ リス ト ・アプ ロー チ の 役割 ・技法 と一 致 す るの

はサ ー ビス指 向 の 強 いケ ー スマ ネ ジメ ン ト ・プ ロ グ ラ ムの ほ うと い うべ きだ ろ

う。 ソー シ ャル ワー クの ジ ェネ ラ リス ト ・ア プ ロ ーチ よ り も ク リニ カ ル ・ソー

シ ャル ワー クへ の 関 心 が 、教 育 す る側 に も受 け る側 に も相 当 根 強 くあ るア メ リ

カの ソー シ ャル ワー ク界 にお いてzs)、どの よ うに ケー ス マ ネ ジメ ン ト実 践 の教 育

を浸透 させ て い くか 、Austinは い くつ か の提案 をお こな って い る。 また、 ケー ス

マ ネ ジメ ン トは ソー シャルサ ー ビス の費 用 削 減 とい う事 態 に よ って発 展 して き

た面 が あ り、 これ に よ って サ ー ビス供 給 にお け る構 造 的問 題 が 実 質 的 に改 善 さ

れ る こ とは な い こ とを忘 れず 、 ケ ー ス マ ネ ジメ ン トに過 大 な期 待 をか け るべ き

で は な い と い う こ と も指 摘 して い る27)。

この点 に っ いて は 十分 承 知 した うえ で な お 、 ク ライ エ ン トの ニ ーズ に焦 点 を

あて た諸 サ ー ビス の 媒介 ・調整 を 重 視 す る実 践 方 法 と して の ケー ス マ ネ ジメ ン

トを検 討 す る こ との 意義 は大 き い と考 え る。 わが 国 にお いて も、増 加 して きた

サ ー ビス とサ ー ビス提供 組 織 の分 断 化 状 況 、 また 、 ク ラ イエ ン トの ニ ー ズ よ り

もサ ー ビス の 受 給 資 格 に焦 点 を あて たサ ー ビス供 給 決 定 過 程 が 存在 して い るの

で あ るか ら。

サ ー ビス 指 向 の 強 いケ ー ス マ ネ ジメ ン ト ・プ ログ ラ ム に お け るケー ス マ ネ ジ

ャーの諸 役 割 の 遂 行 過 程 、つ ま りケ ー スマ ネ ジメ ン ト実 践 の プ ロセス と、 そ こ

で遂 行 され るべ き基 本 的課 題 の用 い られ るべ き技 法 の か な りの部 分 は 、 ソー シ

ャル ワ ー クの ジ ェネ ラ リス ト・アプ ロー チの それ とほぼ 同 じで あ る。 だ か ら、そ

の意 味 で は 、 ケ ース マネ ジメ ン ト実 践 の技 法 は ソー シ ャル ワー クの中核 的 技 法

の ひ とっ と い って もよ い。 ア メ リカ の ソー シ ャル ワ ー ク雑 誌 を散 見 す る と、 十

代 の未 婚 の 母親 にた いす るケ ー ス マ ネ ジメ ン トとか 、 ア ル コ ール 依存 症 者 に た

いす るケ ー ス マ ネ ジメ ン ト、 精 神 障 害 者 にた いす る ケ ー ス マ ネ ジメ ン ト ・サ ー

ビス とい った タイ トルが 目に入 る28)。これ らの クラ イエ ン ト・カ テ ゴ リー は、 ど

ち らか と いえ ば 、従 来 、治 療 的 な ク リニ カ ル ・ソ ー シ ャル ワー クが対 応 して い

た もの で あ る。 これ らの クラ イエ ン トに た いす る多 様 な サ ー ビス の発展 と、 ク

ライ エ ン トの精 神 面 だけ で は な く社 会 環 境 の要 因 に働 きか け る こ とを重 視 す る

統 合 理 論(そ の発 展 と して の ジ ェネ ラ リス ト ・ア ブmチ)の 発 展 とが 、 クラ
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イエ ン トの物理 的、精 神的な生活 の安定 、生 活の質 の向上 のため に、諸 サ ー ビ

スをコーデ ィネイ トす る方法 と して のケースマネ ジメ ン トに関心 を向け させ る

ことにな ったのだ と思 われ る。 これ らの論文 では、と くにケースマネ ジメ ン ト

の用語 を用 いな いで も、 ジェネラ リス ト ・ソー シャル ワー クの用語で説明可能

と判断で きるの だが、 ひ と りの ケースマネ ジャー、 も しくはキ ーワーカーが ク

ライエ ン トのニーズをアセスメ ン トし、また、それを代弁 して諸サー ビスの コー

デ ィネイ トをお こな ってい く点 を よ り強調す るため に、ケ ースマ ネ ジメ ン トの

用語 を用 いて いるよ うにみえ る。

1節 で、支援 セ ンターにおいて社会的 に期待 されて いる職員 の援助実践 は、 ジ

ェネラ リス ト・ソー シャル ワー クであ ると指摘 した。本稿 では 「ケースマネ ジ

メ ン ト実践」、と くにサー ビス指 向が相対的 に強いケースマネ ジメ ン ト・プ ログ

ラムの実践 は、 ジェネ ラ リス ト ・ソー シャル ワー ク実践の 内容 とほぼ同 じであ

ることが確認で きた。 ただ し、 ジェネラ リス ト・ソー シャル ワー ク論 は、 それ

がお こなわ れ る場や実践 す るワーカーの雇用組織、 あるいはそれ以外 の外部組

織の諸要因が、 その実践 内容を いか に規定 して い るか とい う点 にかんす る関心

が薄 い。それ にたい して、ケースマ ネ ジメ ン トは、 その実践が システム(組 織

の制度 的諸要因 およ び組織外のサ ー ビス提供機関 ・組織 との機能 的関連)に よ

って枠 づけ られ て いるという観点 を明確 に もって い る。 そ こで、本稿で は、支

援 セ ンターにおけ るソー シャル ワー ク実 践をケースマネ ジメ ン ト実践 と して理

解 し、 その実践 内容 が システムによ って どのよ うに規定 されて いるのかをあ き

らかにす る枠組 を検討 す る。

2)ケ ー ス マ ネ ジメ ン ト実 践 を規 定 す る ケ ー スマ ネ ジメ ン ト

・ シ ス テ ム

で は、 ケ ース マ ネ ジメ ン ト実 践 を規 定 す るケ ース マ ネ ジメ ン ト ・シス テ ムの

諸要 因 とは どの よ うな ものか。 今度 は イギ リス にお け るケ ー スマ ネ ジメ ン ト研

究 か ら、 それ を 拾 って み た い。 が 、 そ の 前 に イギ リス に お け る ケ ー スマ ネ ジメ

ン トと ソー シャル ワ ー クの関係 につ いて も若干 み て お こ う。
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ケ ン ト州で お こなわれた公的機関 にお けるコ ミュニテ ィ ・ケア方式 のケース

マネ ジメ ン トに参加 し、その評価研究 をお こな ったChallisら によると、 この評

価の対 象 は、大 き く分 けて 「社会的 ケアの効率性 にかんす る もの」 と 「ソー シ

ャル ワー ク実践 の変革 と改善 」のふ たっで あ った。前者は、「費用効果にかんす

る問題」で あ って、 この方式が通常 の範 囲のサー ビス利用 と比較 して どのよ う

な効果が あ るか、 ケアの費用 はど うか、 この方式 の供給が もっと も適切な資源

の利用 とな るの は どのよ うな高齢者 か といった ことをあき らか にす ること、後

者 は 「社会的ケ ア過程 にかんす る問題」 であ づて、資源の管 理 と柔軟 な運用の

機会が与え られ た とき、実践者の チームは どの ように対応 したか、 どのよ うな

ケア戦 略が多様 な環境の高齢者 に もっと も適 当であ ったか といった ことをあき

らか にす る ことで あ った29)。

っ ま り、費用 効果 をあ げるための資源 の管理 と柔軟 な運用 の機会 の設定 とい

うケ ースマ ネ ジメ ン ト・システ ムを設定 し、 その もとで ソー シャル ワーカーが

よ り適 切なケア プラ ンを作成 し実行 す ることで、費用効果を高 め ること。 そ し

て、児童 や家族 問題 にた いす るソー シャル ワー クよ りも専門性 や地位が低 いと

みな されて専 門資格 を もったソー シャル ワーカーがや りたが らない、主 にケア

サー ビスを コーディネイ トして い く高齢者分野の ソーシャル ワーク実践を変革、

改善す ること。 これ らが コ ミュニ テ ィ ・ケア方式 のケースマ ネ ジメ ン トの 目的

であった。 ここで もケースマネ ジメ ン ト実践 は ジェネラ リス トの ソーシャルワー

クと して とらえ られて いる。Challisら は、「効果的なケースマネ ジメン ト、アセ

スメ ン ト、ケ ア計画、モニ タ リングお よび家族援助 の業務は、原理的 には ソー

シャル ワー ク実 践の本来 的な一部 とみ る ことがで きる」3。)ともい ってい る。

88年 にDHSSの 補助金 を うけてお こなわれ たケ ースマネ ジメ ン トの28の デモ

ンス トレ0シ ョン ・プ ロジェク トを組織要 因の観点か ら考察 したCambridgeは 、

ケースマネ ジメ ン トには多様なモデ ルが あ るけれ ど も、要す るに、ケースマネ

ジメ ン トとは、費用効果を高 める ことと、 これ までの ソー シャル ワー クの改善

を図 る ことを含んだつ ぎのよ うな国の コ ミュニテ ィ ・ケア政策の 目標 を達成す

るための方法 だ と して いる。aソ ー シャルケアの混合経済化(非 営利、営利のケ

ア ・サー ビス選択 の道を作 り、全面 的 な公的 ケアサ ー ビス供給 か らの転換 を図
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る)、b消 費者主義 と選択の促進(予 算 を個 人 に割 り当て るとい うメカニズムの

もとで、IPP[個 別 プ ログラム ・プラ ンづ くり」に利用者参加 を進 め る。専門家

による代弁 、市民 によ る代弁 を伴 いなが ら、 クライエ ン ト中心 の ワー クをおこ

な う)、c費 用効果(予 算配分の権限をマネ ジャーに委 譲す ることによ って、マ

ネ ジャーの責任性 と創 造性を高め、柔軟 で効率 的 なサー ビス供給 を図 る)、d公

正性(ア セスメ ン トやIPPを とお して のサー ビスの コーデ ィネイ トに よってよ

り公正 なサー ビスの分配 をお こな う)、eマ ク ロ組織分 断化 の克服(多 職種 、多

機関の代表のチ ームによ るアセスメ ン トや協議 を経 たサー ビスの コーデ ィネイ

トを とお して、専 門職間や組織間の橋渡 しを お こな う)31)

では、 こう した 目的を もつ ケースマネ ジメ ン トの システムは どの よ うに なっ

ていたのか。ケ ン トでの コ ミュニテ ィ ・ケア方式 で は、従来 の高齢者 を対象 と

した ソー シャル ワー クを実践 して いる組織体制 の問題点 を改善す るために、っ

ぎの よ うな改革 をお こな った。

① キ ーワーカーの配置(ケ ースをめ ぐるネ ッ トワー ク全体 にわ た る調整者 と

して働 くことを期待 され、継続的なケース責任 を担 う)、 ②担当ケース量の限定

(通常 よ りも少な く25か ら30ケ ースの範囲 と し被虐待児童を対象 とす るスタ ッフ

と同 じて いどにす る)、 ③予算執行権限の委譲(こ の権限委譲 によ り、ワーカー

のアセスメ ン ト内容 の向上 の意欲や、他 関連機関 との協力 ・折衝能力を高 め る

とと もに、地域 資源の開発 ・有効活用 を促進す る)、④高度の訓練 と経験を もつ

ス タ ッフの確保、⑤他 のサー ビス提供機 関 と同 じサ ー ビス対 象地 域 の設定(こ

れによ り、相互尊重 と相互認識 に根 ざ したよ い協力関係 を育て る)、 ⑥体系的記

録 システムの開発、⑦ ワーカー間の ピア レビュー方式の採用(個 別 ワーカーの

実践 を同僚 によ って相互検討 しケアの質 を高 め る とともに、社会 的公平性 を確

保す る)鋤

また、Cambridgeの 論文か ら、ケースマネ ジメ ン ト実践 に直接影響 を与え ると

考え られ る組織運営上の要因を拾 いだ してみ る と、つ ぎの よ うな ものにな る。そ

れには、ケースマネ ジメ ン ト実施機関内 の制度 的要 因だけでな く、外 部の諸組

織 との関連要因 も含 まれて いる。

①組織の特性(ケ ース マネジメ ン トが どの よ うなサー ビス提供 にかかわ って
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いる組織 においてお こなわれ るか、保健 ・医療領域の組織 なのか福祉領域 の組

織なのか、それ とも両方 の組織が合同でお こな うのか)、② 多職種 によるチーム

実践か どうか(ケ ースマネ ジメ ン ト実践 が特定 の職種の ワーカー、あ るいはそ

の チームによ ってお こなわれ るのか、多職種 の実践家 たちによ るチームに よっ

て お こなわれ るのか 、その多職種 はそれ ぞれの所属組織 ・部署 に籍 をお いたま

ま、 アセス メ ン トや ケア計画、 サー ビス調整 にかん してチーム対応 を して いる

のか、ケースマネ ジメ ン ト実施組織 に多職種が統 合されて いるのか)、 ③予算執

行権限 の委譲 の有無 、て いど(こ のばあ い、 コス ト・イ ンフォー メ シ ョンとコ

ス ト・モニ タ リングが必要)、 ④情報の共有 システ ムの有無、 ⑤ リフ ァーラルの

システム(ア ウ トリーチ ・チームによるケース発見や関連機関でつ くる リファー

ラル委員会の設 置、 リフ ァーラル ・プロセスを促進す る責任 を もつ リーダー役

割 の設定など)、 ⑥他 のサ ー ビス提供組織 との関係(と くに予算執行権限が委譲

されな いで他組織のサ ー ビスを媒介 した り、組織間の調整 ・協働 を もた らす に

は、それ らの組織間 レベ ルや、 スタ ッフ間 レベ ルでの力関係や信頼関係が重要

にな って くる)、⑦ケースマネ ジャー とキ ー ワーカーの分離(ク ライエ ン トと相

互作用 し直接 ケア ・サボ0ト の責任 を もっ ことはキーワーカーが お こない、マ

ネ ジャーは効果的、効率的 なサ ー ビス決定の責任 と公平性の管理 な どをお こな

う)⑧ ワーカーが担 当す るケース量、⑨IPPな どのシステマテ ックな記録方法

や レビュー ・システ ムの有無、⑩IPPへ の利用者、親族 の参加体制 のあ りか た

(マネ ジャー とクライエ ン トとのパ ワー ・イ ンバ ラ ンスを是正 す るため)33)

3支 援 セ ンタ ー に お け るケ ー ス マネ ジメ ン ト実 践調

査 研 究 の枠 組 み

1)ケ ー ス マネ ジメ ン ト実 践 を規 定 す るケ ースマ ネ ジメ ン ト・

システ ムの諸 要 因

支援セ ンターでのケースマネ ジメ ン ト実践 の実態 を調査す るにあたって、2節

で考察 したケースマ ネ ジメ ン トを実施 して い る組織 内外 の諸要 因を参考 に して、
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わが国 の支援 セ ンターでのケー スマネ ジメ ン ト実 践を規定す ると考え られ る諸

要因を組織外要 因(支 援 セ ンターとそれ以外 の機 関 ・組織 との関係 にかんす る

要因)と 、組織内要因(支 援 セ ンター組織内の要 因)に わけて整理 してみ る(先

述 した ように支援 セ ンターは数 の うえか らは、公立 の ものはわずかで あ って民

間組織 に委託 され るものが圧倒的 に多 いので、民間組織を念頭 に置 いて記す)。

なお、 これ らの要因 の うち、 ケースマ ネ ジャーの権限 の問題は重要 な要 因の

ひとっ であ るの で、 これ につ いて先 に触れて お きたい。社会的ケアにかか る費

用 を抑制 し、 その費用効果 を高 め ることを重視す るケースマネ ジメ ン ト・プ ロ

グラム(「 システム指 向のケ ースマネ ジメ ン ト」)に おいて は、ケースマネ ジメ

ン ト・システ ムの要因 と して、 ケースマネ ジャーにた いす る予算執行 の権 限の

委譲 は もっとも重要 な要因 と考 え られて いる。だが、必ず しもそれを強調 しな

いケ ースマネジメ ン ト・プ ログラム(「サー ビス指 向のケ ースマネ ジメ ン ト」)で

も、 ケースマネ ジャーに一定の権 限 は必要 であ る。 とい うの も、 それが なけれ

ば、 ケースマネ ジャーが他機 関のサ ー ビスやその他 の資源 を コーデ ィネイ トし

てケアプラ ンを作成 し実 施 して い く責任性が制度 的 に保障 されない。 それが な

ければ、 ケースマネ ジャーが クライエ ン トのため に適切なサー ビスを手 に入 れ

るため に、他機 関 ・組織 のサ ー ビス担当者 を 「説 得す る、交渉す る、善意 に頼

る」しかな く34)、ケースマネジャーの クライエ ン トにたいす る責任性 はマネ ジャ0

の個人 的特性、 あるいはマネ ジャーと他機 関 ・組織の スタ ッフとのイ ンフ ォー

マルな関係 によ るとい う恣意的な ものにな って しま う。Nettingは 、ケ ースマ ネ

ジャーのサー ビス提供組織への コン トロールカが制度化 されて いな い仲介 モデ

ルのケースマネ ジメ ン トでは、仲介す るサ ー ビスの良質保障(ク ォリテ ィ ・ア

シュアラ ンス)の メカニズムが ないとして いる35)。制度化 されてい る権 限 と して

は、予 算執行 の権限や法的権限が もっとも有力 な ものであ る。

支援 セ ンター事業 では、予算執行権限 も法的権 限 も認 め られて いない。 しか

し、 この事業 を委託 されて いる民間 の支援セ ンター と行政 のあいだで は、支援

セ ンターの職員 がお こな ったアセスメ ン トや ケアプラニ ングは妥当 な もの、正

当な ものであ るという理解 の もとに、行政 のサ ー ビス担 当者が これ に もとつ い

て公的サー ビスの提供決定 をお こな う、 とい う実 態 も見 られ る(こ の実態 は 自



150 在宅介護支援セ ンターにおけるケースマネジメン ト

実践 とソーシ ャルサポー ト・ネ ッ トワークの形成(1)

治体 にお いて異 な るであろ う)。 こうした支援 セ ンター と行政 との関係 は、支援

セ ンターの職員 のサー ビス コーディネイ トの実質的 な権 限を不十分ではあ るが

保 障 して いるといえ る。支援セ ンターの申請代行 を認 め るということの実質 的

な意 味は、 こ うした保障 の制度化 にあるのではな いか。ただ し、公的サー ビス

以外 の民 間サ ー ビス提供組織 にかん しては、支援 セ ンターの職員 はそ うした実

質的 な権限を もつ ことを保障 されてお らず、「説得す る、交 渉す る、善意 に頼 る」

か、実践 の なかで特定 のケースをめ ぐって連絡 ・調整 しあ うなかで恒常 的 な協

働体制づ くりをお こな う36)、あ るいは日頃の職員の働 きをとお して職員の専門性

にた いす る外部 の評価 を高 めオー ソ リテ ィをあげて い く、 といった ことで クラ

イエ ン トにた いす る責任性 を高 めて い くしかないのではな いか。

*支 援 セ ンター組織外 の諸要因

a母 体組織の特性(特 別養護老人ホーム、デイサ ー ビスセ ンター、福祉公

社 な どの福祉施設か、病院、老人保健施設 といった医療施設 か)

b他 組織の専 門職やスタ ッフ も加わ ったチームによるアセスメ ン ト、ケア

計画、サー ビス調整、モニ タ リングの制度化の状況(ひ と月 とかふ た月

に1回 とい った高齢者サ ー ビス調整チームの定例会合 の他 に、チーム参

加 メ ンバーが必要性 を行政 に申 し出 るとチームによるケース ・カ ンフ ァ

ラ ンスを開 けるような体制にな って いる、ケースマネジメ ント実施機関

と特定 の関係機関が連絡を と りあ って、双方 のスタ ッフによる合同 アセ

ス メ ン トやケア計画 をす ることが慣習 とな って いる、な ど)

Cサ0ビ ス ・コーデ ィネイ トにかんす る実質的 な権限のて いど(支 援 セ ン

ターで おこな ったアセスメ ン トとサー ビス利用 のケア計画を信頼 して了

承 し、行政や他のサー ビス提供組織がサー ビス提供 を決定する、行政サー

ビス にかん しては申請代行 を認め、支援セ ンターによるアセス メ ン トを

踏 まえた意見書をっけて 申請 されれば行政 は これを追認 しサー ビスの決

定をお こな うなど)

d関 係機 関 ・組織の あいだの リフ ァーラル ・システ ムのあ りよう(各 支援

セ ンターヘ クライエ ン トを リファーす るさいの基準、その基準 にかんす
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る各機 関 ・組織間の合意の有無 、合意作成の ための委員会の設置 など)

e関 連機関 ・組織間 の情報共有 システムの有無(行 政 、その他 サー ビス提

供組織や相談機関な どとのケースにかんす る情報 の共有 にっいて、特 定

の手段 を とっているか ど うか)

f行 政 な らびに他 のサー ビス提供組織 との関係(支 援 セ ンターは地域 にお

いては後発の福祉組織で あ る。だか ら行政 や と りわけ他のサー ビス提 供

組織 のセ ンター理解度 ・協力度 、セ ンター職員 と行政や他組織のス タ ッ

フとの相互理解 ・相互信頼 度、専門家 と しての評価 、個人 的な人柄評 価

が重要 とな る)

g同 じサ ー ビス対象地域 を もつサー ビス提供組織の有無(母 体組織のサー

ビス ・エ リアと支援セ ンターのエ リアが同 じとか全市(町 村)で ひとっ

の支援 セ ンター、 ひとっ のデイサー ビス ・セ ンター、特別養護老人 ホー

ム、病 院、保健所 な どが あ るよ うな小規 模な 自治体 など)

h地 域 内のケアサー ビス、その他 の社会資源の量、質の状況(公 的サ ー ビ

スだ けでな く、社会福祉協議会や福祉公社 な どの非営利サ0ビ ス、その

他の ヴォランタ リーな非営利組織のサー ビス、業者による営利サー ビス、

民生委員、 自助 グル ープ、ボ ラ ンテ ィアな ど)

*支 援セ ンター組織内の諸要因

iス タ ッフの数、福祉のバ ックグラウ ン ドを もったスタ ッフと保健 ・看護

のバ ックグラ ン ドを もったスタ ッフの割 合

jス タッフの チームによるケースマネ ジメ ン ト実践か個 々のスタ ッフによ

る独立 した実践 か

k担 当ケース量

1ス タ ッフの経験度、資質

m体 系的記録 システムの有無

nス タ ッフによ る相互検討(ピ ア ・レビュー)、 ケースカ ンフ ァラ ンスの

実施の有無

0個 別のケア計画づ くりに高齢者 や家族介護者を参加 させ る方 針を とって
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いるか否か

支援 セ ンター事業 は国の在宅老人福祉対 策事業 の ひとつで あ り、その実施主

体は各 自治体 であ るか ら、これ らの要 因、 と りわ け組織外の諸要因のあ りよ う

の多 くは、 自治体 の在宅福祉 ・地域 福祉 の政策方針 や施策内容、 そ して、支援

セ ンター事業 にかんす る施策方針 を強 く反 映 して いると考え られ る。組織内の

諸要 因のあ りよ うは、委託 を うけた母体組織 や支援 セ ンター 自体 の運営方針 に

よ って も影響 を うけ る。

2)調 査 の枠組 み

支援セ ンターにお いて、 ソー シャル ワー ク実 践、 とりわ け、多様なニーズを

もつ対 象者 にた い して多機関の種 々のサ ー ビスを コーデ ィネイ トし、モニ タ リ

ングを含めた継続 的な援助 をお こな って い くとい う、ケースマネ ジメ ン ト実践

が どの よ うにお こなわれているのか、 その内容 は どの よ うな ものか。都下のふ

たっの市 にあるセ ンター各1ケ 所でその実態 を調べ る。 その実態 は、先 にみたよ

うな組織外 の諸要因 、組織 内の諸要 因 によって規定 されてい るはずである。 ま

た、それ らの諸要因 の状態 は、ふたつの市の在宅福祉 、地域福祉の政策方 針や

施策 の違 いな どを反映 して、 さまざ まなて いどで差異が み られ るであろ う。だ

か ら、 それ ぞれ のセ ンターにおけ るケー スマネ ジメ ン ト実践 に違 いが あるとす

れば、 それ は両 セ ンターの組織 内外 の諸要 因によ って もた らされてい ると仮定

で きる。 ケースマネ ジメ ン ト実践 の実態 をあ きらか にす る ことで、 この仮 定を

検討 してみ る。

ケースマネ ジメ ン ト実践 の実態 にかんす るデータの収集は、おおよそっ ぎの

よ うな手順 でお こな う。各 セ ンターのケース記録(情 報量は多 い)に 記載 され

たクライエ ン ト(要 介護高齢者お よびその介護者)の ニ ーズや問題のアセスメ

ン ト結果 を分類 リス トに したが って拾 いだす。 どのケ ース記録 に もケアプラ ン

が記載 され てい るわ けで はないので、ケ アプラ ンにつ いての情報収集 はすべて

のケースにつ いてはお こなわず、アセス メ ン トに もとつ いて実際 にお こなわれ

た職員の援 助内容 のデータ(サ ー ビスの コーデ ィネ シ ョンを初 め とす る種 々の
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活動)を 、一定 の援助内容 リス トに従 って分類 し収集す る。支援 セ ンターの職

員が クライエ ン トにかかわ ることによ って利用で きるよ うにサ ー ビスの種類 に

っ いて も情報 を収集 す る。 クライエ ン トにかん して収集 されて い る基本的 な情

報(属 性、介護意欲 など)に つ いて もデー タ収集をお こな う。

これ らのデー タを集計 し、両 セ ンターにおけ る集計結 果の差異 にっ いて、上

記の組織 内外 の諸要 因にかんす る情報か ら分析を試み る。 この情報 にかん して

は、以下 のよ うな方法 で収集す る。 それ ぞれ のセ ンターがおかれて い る地 域の

社会資源 にかんす る既存 のデータ、支援 セ ンターの職 員か らの ヒヤ リング、行

政 ・その他 のサー ビス提供組織のス タ ッフにかんす る ヒヤ リング。

4ケ ー ス マ ネ ジ メ ン トと ソ ー シ ャル サ ポ ー ト ・ネ ッ

トワ ー ク の 形 成

1)コ ミ ュ ニ テ ィ ・ケ ア 政 策 と ソ ー シ ャル サ ポ ー ト・ネ ッ トワ ー

ク

Challisら によれば 、効果的、かっ適切 な在宅 ケアの提 供 のためには、「ニー

ズの包括性を認識す ることが必要 である とともに、「ニーズを抱えたケ0ス の効

果的発見、周到 なアセスメ ン ト、多様かっ広範囲の資源(家 族、友人、 イ ンフ

ォーマルネ ッ トワー ク、公私機関)か らのケアの組織化 と調整 を必要 とす る。 そ

れによ って、 それぞれの資源か ら提供 され るケアが ひ とっの全体性 を もったケ

アシステムに織 り込 まれ る。」 こうした 「統合 されたシステム」は 「自然発生的

にはつ くられは しない。む しろ、意識的 に創 り出され な くて はな らない もの」で

ある。「虚弱高齢者 のためサポー トネ ッ トワー クの積極的な構築 、強化 および維

持」のために、効果的なケースマネ ジメ ン トが必要であ♂)。 この ように、Challis

らはケ ースマネ ジメ ン トにおけるソー シャルサ ポー ト・ネ ッ トワークの形成 を

強調 して いる。

イギ リスにお いては、1980年 代 に政府が コ ミュニテ ィ ・ケア政策を見直すた

めに、 イ ンフォーマルネ ッ トワーク、 と りわけ家族 のケアの実態 に注 目す るよ
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うにな った。DHSSは 家族介護者 の実態調査をお こな った うえで、83年 に、介

護者 のニーズ、介護者 をサポー トす る具 体的サ ー ビス、カ ウ ンセ リング、介護

や医療 にかんす るア ドバ イスの提供 など介護者 にたいす る施 策の必要性の認識

を高 め るため、公民のサー ビス提供組織 のス タ ッフや政治家たちを対象 とした、

い くっかの啓蒙 プ ログラムを展開す るプ ロジェク トを実施 した鋤。 こう した家族

を中心 とす るイ ンフォーマルネ ッ トワー クのパ ーソナルケ ア機能を再評価 し、そ

れ にた いす るサ ポー トをお こな う政 策へ の関心が強 くな って きた背景 にっ いて

は、Walkerが っ ぎのよ うな解説 をお こな って いる。

80年 代前半まで に強 まって きたニ ューライ トたちの福祉国家批判の論議 と、イ

ンフォーマルサポー ト・ネ ッ トワークへの公的 な(政 策決定者 ・行政主体の)関

心 の増大 には、ふたっの社会的背景が ある。ひ とっは、70年代半 ばの財政危機 と

それ に もとつ くイデオ ロギーお よび政治上 の変化 であ り、 もうひ とつは、過去

30年 間に発展 した国の ソー シャルサ ー ビス にたいす る多様 な批判 の続出であ る。

前者 は、70年代半 ばか らの経済の低成長 によ る失業者の増大 とイ ンフレが既存の

税制 にた いす る反対論 を強化 し、政治的 イデオ ロギーの変化 を もた らした とい

うことであ る。毎年増加す る公的費用が経済成長 の失敗の主 たる原因のひ とっ

とみ られ、 ソー シャルサー ビス費の抑制が主張 され るよ うにな った。

また、財政逼迫状況 において、施策の 「費用効果」が重要 な政策上のイシa.‐

とな り、費用が少 な くて効率的な方 式 はなにか ということが追求 され ることに

な った。 この議論 はサ ー ビスのプ ライバ タイゼー ション(民 営化)に 合理化の

根拠を もた らした。公的サー ビスは個人 の責任 とイニ シアテ ィヴを窒息 させ る、

国家 のサー ビスはセ イフティ ・ネ ッ トにとどめ、 自助 を覆 って しまうブラ ンケ

ッ トであ ってはいけない、私的セ クターの ほ うが公的なそれ より効率がよい、公

的 セ クターは非生産 的、浪費的、非効率 的であ る。 このよ うな公 的セ クターの

重荷論が経 済政策優位 の政治状況 のなかで支持 されて いった。 ただ し、 こう し

た状況の もとで も、 シー シャルサ ー ビス費用 を増大 していか ざ るを得 なか った

が、その理 由 と しては以下 のような ものがあ った。 ひとっは失業者の増大で、こ

れ によ り社会保障費 と保健、パ ーソナル ・ソー シャルサー ビス費用増加 の圧力

が増 した。ふ たっ めは高齢者、 とりわ け多様 なニ ーズを多 くもちケアの必要性
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の高 い後期高齢者の増加 という現象 の反面 、出生率の低下や地理的移動の多 さ、

離婚 な どの家族危機 の増加 な どによ って、家族 に よるケアの可能性 が弱 ま って

きた という状況。三 っ めは公的サ ー ビスの代替 を求 める努力(近 隣の人 々を有

料 のヘ ルパ ー と して、 あ るいはホームケア ・ア シスタ ン トと して雇 うな ど)に

はずみ をつ けるため に、 フ ォーマルケ アの費 用が増加 した ことで ある。

低経済成長 による財政逼迫状況下 で、増大 す る公的ケアの要 求 にど う対応 し

て い くか、 これが イ ンフ ォーマルサ ポー ト・ネ ッ トワークの役割 に公的 な関心

を強 めることになった主 な理 由であ る。 この関心 は、福祉国家へのイデオ ロギ ー

上 の反対 と結 びつ き、 ソー シャルサ ー ビス費用 の削減やプライバ タイゼー シ ョ

ンの政策 を とお して、 ケアの負担を フ ォーマル セ クターか らイ ンフォーマルセ

クターに シフ トさせて い くことにな った。だが、 こうした関心 とは別 に、 ソー

シャルサー ビス にたいす る長年 の強 い批判 もまた、イ ンフォーマルサポー ト・ネ

ッ トワークへの関心 を強め る効果 を もた らした。

その批判 のひ とつ は、施設 ケアが高齢者 の依存性 を強め るとい う調査 研究 に

もとつ く長年の施設 ケア批判で ある。 この施設 ケアに代わるのが コ ミュニテ ィ ・

ケァだ といわれ た。 ただ し、 それ はゆ るやか に しか進 まず 、財政逼迫 にな って

か らは施設 ケアの 「代替」と しての コ ミュニテ ィ ・ケアは禁 じられて しまい、ケ

ァパ ッケー ジの要素 とな るもの も十分 には発展 しなか った。 また、 ヘルパ ーの

増 員 も需用 にみ あ うよ うにはなされ なか った。二番 目の批判 は、公的 サー ビス

の官僚制 的側面、複雑 さ、 クライエ ン トのニ ーズにたいす る応答性 の低 さ にた

いす る批判 である。 これ に加 えて、専門家 と して の ソーシャル ワーカー とクラ

イエ ン トのニ ーズの認知 にたいす るズ レを指摘す る調査研究 もあ った。 この専

門家によ るニー ドの判定 にたいす る抵抗 は、主 に福祉権運動や、 コ ミュニテ ィ

開発 プ ロジェク ト、 コ ミュニテ ィワー クによ って なされて い った。

これ らの動 きは、従来 の個人の不適切 さや病理 に焦 点をあて るケース ワー ク

のモデル とは異 な り、環境の影響を重視 し家族や他の資源か らのサ ポー トに注

目す るソー シャル ワー クのモデル(統 合 理論)に 沿 った実践を奨 励す ることに

な った。 また、 ソー シャルサ ー ビスの利 用 にお けるクライエ ン トの参加要求 の

高 ま りを もた らす こ とにな った。イ ンフ ォーマルケア ・ネ ッ トワー クにた いす
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る公的サー ビスの応答性 を高 め、 よ り支援的 な もの にす る、 クライエ ン ト中心

か らコ ミュニテ ィ中心的 な ものにす る。 こう した ことによ って、従来 の フォー

マルセ クター とイ ンフォーマルセ クター との関係を変え ることをめざ して いく

という道を、これ らの運動や ソー シャルワー ク実践の発展が開 いたので ある。こ

の方向 をウエル フェルデ ン委 員会が奨励 し、バ ー ク レイ委員 会が さ らにソー シ

ャル ワー クの コ ミュニテ ィ指向 と、サー ビス提供 におけるイ ンフ ォー一マルサー

ビス ・ネ ッ トワークの重要 性を強調 す る ことで、 コ ミュニテ ィ中心政策の構築

という傾 向にはずみを加 え た。

ソーシャルサー ビスにたいす る三番面の批判 は、サー ビスを直接体験す る人々

か ら出 された。 ケアを必 要 とす る人 々にたいす るケアの大半 は、国家 によ って

ではな く、家族、と りわけ女性介護者 によって担われて いる。彼 らが財政的、社

会的、物理的、精神的に多大 なコス トを支払 ってい るに もかかわ らず、家族、女

性がケ アをお こな うのは 自然 であ る、だか ら積極的 な介入 は しな いという方針

で、 コ ミュニテ ィ ・ケア政策 は彼 らのニ ーズに これ まで ほとん ど関心 を払 って

こなか った。 これにた い して、女性 たちか らケア役割を認 め、 もっと実際的な

サポー トを提供す るよ うに という声 があが って きた。あるフェ ミニ ス トたちは、

性別分業 によ らないケアの様式 と して施設 ケアを求め たが、 これ は高 齢者 や介

護者の施設 ケ アにた いす る抵抗 感や、施設 ケアが女性 によって担 われて いる現

状 を無視 した ものであ る。だが いずれ に して も、 これ までのケアの あ りかたに

代わ る ものを女性 たちは求 めて きた。

こう した既存の ソー シャルサ ー ビスの構 造や運営 のあ りかた にたいす る長年

の批判が、財政 危機 とそれ に もとつ くイデオ ロギ ーの変化 とと もに、福祉国家

の再構築、お よび フォーマルセ クター とイ ンフォーマルセ クターの よ り親密な

パ ー トナ ー シップの構築 といった論議 を もた らす ことになった。 そ して、政府

はイ ンフ ォーマルネ ッ トワー クの支援 とか コ ミュニテ ィのケアの潜在 能力 を高

めて い くと主張 す るよ うにな ったのであ る39)。

以上が政府 によ るコ ミュニテ ィ ・ケア政策におけるイ ンフ ォーマルネ ッ トワー

ク再評価の背景 であ るが 、 この現状 にた い してWalkerは つ ぎの よ うな意見 を述

べて いる。 こうした 目標 をかかげたに もかか わ らず実際の政 策は それ に反 して
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お り、 ソー シャルサ ー ビスの提 供範 囲を限定 し財政 コス トを抑制す る傾 向が 目

立 って いる。ま た、 イ ンフ ォーマルサポー ト・ネ ッ トワー クをソー シャルサ ー

ビスの問題解決 の万能薬 とみ るのは危険で あ る。 イ ンフォーマルサポ ー ト・ネ

ッ トワー クとい う用語 も ミス リーデ ィ ングで あ って、実際 にはひと りの家族員

によるケアが大半で ある。そのケアの限界 が調査 などであ きらかになるにつ れ、

友人や 隣人 を もケアの資源 と してみなす とい う見方 もでて きて いるが、長期 に

わた る関与 や骨 の折 れ る課題 に は彼 らは関与 したが らない。だか ら、彼 らに家

族 によ るケアに関与 して くれ ることを期待 す るこ とはで きない。多 くの調査 は、

ソー シャルサー ビスが家族 のケァによる物理 的、精神的負担 の予 防に重要 であ

ることをあ きらかに して いる。 だか ら、 フ ォーマル な介護者 とイ ンフ ォーマル

な介護者 との密接 な関係 を発展 させ るこ とを フ ォーマルセ クターが積極 的 にお

こな って い くこと、つ ま り、 この フォーマル とイ ンフ ォーマルな援助者 、専門

家 と素人 とか ら成 る 「ソー シャルサポー ト・ネ ッ トワー ク」の構築が必要 であ

り、 その試 みの評価研究 が必要 であ る。 こう した試み はすで にケ ン ト州 の コ ミ

ュニテ ィ ・ケア方式 によ るケースマネ ジメ ン トによ って始 まって いる。 また、両

者のパ ー トナー シップの ためには、専門家 の価値 と態度 を変化 させ る こと、政

策主体 は短 期指 向ではな く、予防のための戦略を検討す る長期指向を とる こと、

そのための調査 研究 を進め るこ と、女性 に介護役割 をお しつ ける規範 を克服す

るため に、社会 全体 の性別不平 等を克服す る政策 を とって い くこと、 な どが重

要であ る40)。

イギ リスにおいて、ケースマネ ジメ ン ト実践 の 目標 と して 「ソー シャルサ ポー

ト・ネ ッ トワー ク」 の形成 とい うことが強調 され るよ うになったのは、財政事

情 とニ ューライ トに よる福祉国家批判 によ って もた らされ た政府 の コ ミュニ テ

ィ ・ケアにおけ る、イ ンフォーマルネ ッ トワー クのパ ー ソナルケア機 能の再評

価 という政策上 の変化 を とお してなので あ る。

2)ソ ー シ ャル ワー ク理 論 に お け るイ ンフ ォーマル ネ ッ トワー

クの再 評 価
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ア メ リカで は、一般的 にケアを必要 とす る高 齢者 は家族 によ るケアを好 んで

いる し、家族 によ るケアの ほうが公 的な もの よ りも自然 でかっ適切であ る とい

う観念 を前提 と して 、国家は家族責任 を潜在 的 に強調 す る政策 を とり続 けて き

た。公 的なサー ビス受給の資格基準 は きび しく、公的サ ー ビスは二次的、一時

的、緊急時 のサ ポー トであ って、家族 によ るサ ポー トが不可能 にな った ときの

最後の手段 と して用 いられ るべ き もの という認識 は、政府 による公的サ ー ビス

の費用抑制方針によ って さ らに強化 されている41》。 こう した政府の政策方針 か ら

は、ケア、正確 にいえばパ ーソナルケアをめ ぐる主 と して家族 とフォーマ ルセ

クターとのパー トナー シ ップによる 「ソー シャルサポー ト・ネ ッ トワー ク」の

形成が、高齢者 ケア政策 の積極的 な目標 として出て くるとは考え に くい。

ケースマネ ジメ ン ト実践 の技法を学 ぶ さいのテキス トと して、 アメ リカで広

く使用 されて いるMoxleyの 文献では、対人サー ビス においてケースマネ ジメ ン

トが必要 にな って きた理 由を6っ 指摘 しているが、その うちのひ とっ として、利

用者の生活の質 にた いす るソー シャルネ ッ トワー ク(=イ ンフォーマルネ ッ ト

ワーク)の 影響 につ いて、対人サ ー ビスの専 門職 たちが認識 し始めた ことをあ

げて いる。 「多 くの ソー シャルサー ビスの利用者 は家族や親族、友人や素人のヘ

ルパ ーたちか ら実 際の援助 を受 けて いる」 し、その 「ソー シャルサポー トは個

人の健康や精神保健 、地域生活を高 め るために重要 な影響 を もって いる」。ケー

スマネ ジメ ン トは、 この 「イ ンフ ォーマルな援助体制 とフォーマルなそれ との

あいだに橋渡 しをす る仕組みを提供す るため に」必要で あ る42)。Moxleyに よれ

ば、ケースマネ ジメ ン トの焦点、っ ま り、「ケースマネ ジメ ン トの応用を とお し

て作 り出そ うと求 めている」 ものは、利用者 自身の 「セル フケアの要素」、サー

ビス供給 におけ る多様な専門職 の 「専門的ケアの要素」、利用者の ソー シャルネ

ッ トワークによる 「相互 ケアの要素」か ら構成 され る 「利用者支援(サ ポー ト)

ネ ッ トワー ク」 なの であ る43)。

Moxleyの いう専 門職たちの認識 とい うのは、ソー シャルワー ク理論や実 践に

おいて、 クライエ ン トの問題 、 と りわけ心身 の健康、精 神保健の問題 にか んす

るイ ンフォーマルネ ッ トワー クの影響力が強 い関心を よぶ よ うにな った ことを

指 していると考え られ る。 この関心 にかん しては、Gottoliebが っ ぎのよ うな説
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明をお こな って いる。 アメ リカにお いて60年 代初 めか ら地域保健運動が始 ま る

が、精神障害 者 にた いす る地域 におけ るケアの動 きは、家族や友人、隣人 など

が障害者のス トレスの予 防や、生活機能 の回復 に役割 をはたす ことを専 門家 に

認め させ るよ うに働 いた。 また、 ス トレスにたいす る対処過程の研究 は、イ ン

フォーマルな結 びっ きが あ って社会的 に統合 されて い ることが、ス トレスをや

わ らげて適応 の努力 を助 け、 その心身 の健康 の保護、促進 に役立 っ というこ と

をあき らかに して いった。脱施設化運動 の成功 自体、 この地域 におけ るイ ンフ

ォーマルなサポー トの特性 をあき らか に して いった研 究の成果 に大 き く依存 し

ていた。Brownら のEE(expressedemotion)研 究 は、 ソー シャルサポー トの研

究 と精神 障害者 の地域 に基盤 をお いたケ アとのあ いだを結びっ けた先駆的 な例

であ る。

さ らに、痴呆症や精神障害 な どの慢性 疾患患者 をかかえ る家族 ・親族の心理

社会的 ス トレスをやわ らげ、その生 活の質を改善 す るあた らしい施策が必 要 に

なって きた。 に もかかわ らず、既存 の公 的制 度では対 人関係か ら生 じる不安や

孤独感 をいや した りス トレスをやわ らげ ることがで きず、逆 にイ ンフ ォーマル

ネ ッ トワー クが情緒的 なサ ポー トや アイ デ ンテ ィテ ィのサポー トを もた らす の

に もっとも適切 であ るという理解が進ん だ。似た よ うな問題をかかえ る仲 間を

その人の対人 関係に組 み込む とか、既存 の結 びっ きか らサポ ー トが得 られ るよ

うに援助す るネ ッ トワー ク ・イ ンターベ ンシ ョン(ネ ッ トワーク介入)が 、逆

境 に ともな う社 会的、心理的負担 に対抗す る方途 を提供 して くれ る という理解

が出現 して きた。

また、公的サ ー ビスは人 々の生活 の質 に肯定 的効果 を与 えず、人 々か ら尊厳

や生活 のコ ン トロール感覚 をな くさせ るという事実 を反映 して、 自助やイ ンフ

ォーマルケアが強調 され るようにな った。 また、政府 のプライバ タイゼー シ ョ

ン政策 が ヒューマ ンサ ー ビスに も拡大 され福祉 プ ログラムへ の財源が抑制 され

るなかで、問題 を多 くかかえた貧 しい市 民はセル フヘルプ ・グループな どの多

様なイ ンフ ォーマル援助を ア レンジす るよ うにな った。 こうした認識 や実態 に

ともなって、 イ ンフォーマルネ ッ トワー クのサポ ー ト役割が ソー シャル ワー ク

理論 や実践 のなかで強調 され るよ うにな って きたわけで あ る44)。Gottlib自身 は、
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イ ンフォーマルネ ッ トワークのなかで も、個人の情緒 的生活 や アイデ ンテ ィテ

ィに重要 な意味 を与 え る家族 とか限 られ た価値 あ る仲 間(ピ ア)の サポー トを

重 視 し(コ ミュニ テ ィとか隣人ではな く)、と りわ け ピアサ ポー ト・グループ形

成 という介入方法 を提唱 して いる。

イ ンフォーマルネ ッ トワークのサ ポー ト機 能 についての調査 は高齢者 にかん

して も多 くなされて いる。多 くの調査結果はイ ンフォーマル ・ネ ッ トワークの

存在がエー ジ ング(加 齢)の ス トレスを緩和 し、高齢者 の心 身の機能の低下 を

予防す る、有用性 の感情や生活 の満足感、地域 での統合感(孤 立 して いな いと

い う安心感 ・安定感)を もた らす、とりわけ友人、腹心の友 の存在は高 いモラー

ルを もた らす、 とい った ことを示 して い る45)。もっとも、こう した点 に反論す る

人 もいる。 たとえば、Spechtは つ ぎのように述べて いる。 イ ンフォーマルネ ッ ト

ワークを もたな い人 とかイ ンフォーマルセ クターか らのサポー トを受 けて いな

い人 の心身 の健康状態が、そうでない人 よ りもよ くない とい う調査結果はある。

だが、 この ことか ら、 このネ ッ トワークのサイズを大 き くす ることが人々の心

身の問題を予防す ると仮定 して、実践 家たちは これ を熱狂的 に受 け入れて いる

が 、そ うした ことを証明す る証拠は まだな くこれ はイデオ ロギ ーであ る46)

いずれ に して も、 アメ リカでは脱施設化運動や ソー シャル ワー クを含む専門

分野の研究者 や実践 家たちが、イ ンフォーマルネ ッ トワー クの情緒的サポー ト

機能、ス トレス緩 和機能、 アイデ ンテ ィテ ィの維 持機 能 などの再評価をお こな

い、高齢者 や障害者 の心身の健康や生活の質を高 めて い くため に、ケースマネ

ジメ ン ト実践 において もこのイ ンフォーマルネ ッ トワー クの機能(相 互的ケア)

を活 か した ソー シ ャルサポー ト・ネ ッ トワー クの形成 を重視 す るようにな った

わ けである。 もっと も、実際 には、 アメ リカにお いて もさまざまな地域や機関

で多様 な方式を とってケースマネ ジメ ン ト実践が お こなわれ てお り、すべての

ケースマネ ジメ ン ト ・モデル にお いて、 ソー シャルサ ポー ト・ネ ッ トワー クの

形成 が 目標 とな って いるとは必 ず しもいえない と考え られ る。

イギ リス、アメ リカそれぞれの背景が あ って、ケースマネ ジメ ン トにおける、

イ ンフォーマルサポ ー ト・ネ ッ トワークが重視 され るよ うになった ことが理解

で きた。 この事実 を認め たうえで、 これ らの国以上 に家族に よるケアを重視す



在宅介護支援セ ンターにおけるケースマネ ジメン ト

実践 とソー シャルサポー ト・ネ ッ トワークの形成(1)

161

る政 策 を長 年 と って きた わが 国 にお いて 、 イ ンフ ォー マ ル ・ネ ッ トワ ー クを フ

ォー マ ル ・ネ ッ トワ ー ク と結 びつ け るソ ー シ ャル サ ポ ー ト ・ネ ッ トワ ー クの形

成 を 検 討 す る こ とは 、重 要 な課 題 だ と思 わ れ る。

5在 宅 介 護 支 援 セ ンタ ー に お け る ソ ー シ ャル サ ポ ー

ト ・ネ ッ トワ ー クの 形 成

1)ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト ・ネ ッ トワ ー ク 形 成 の 意 味

在宅 で暮 らす要介護高齢者 は、 イ ンフ ォーマルセ クター、主 と して同居 家族

や別居親族 による種 々の サポー ト(パ ー ソナルケア、情緒的 サポ ー ト、情報提

供 サポー トな ど)を 受 けなが ら生活を して いる。 これ らのサ ポー トが いか され

る形、 またそれ らをサポ ー トす る形 で、 フォーマルセ クターによ る援 助が どの

よ うにそれ らを補完 、代替 して いけばよ いか。 その ことを検討 しなが ら、要介

護高齢者 にたいす る適切 な ソーシャルサ ポー ト・ネ ッ トワー クを形成 して い く。

これが ケースマネ ジメ ン ト実践の 目標で ある。 もちろん、その ソー シャルサポー

ト・ネ ッ トワー クに よるサ ポー トの限界 につ いて も検討 し、在宅介護 生活 の ピ

リオ ドの時期 につて い も検討 してお くことが、そのプ ロセス には含 まれ る。

このよ うにい うと、ケ ースマ ネ ジャーが イニ シアテ ィブ とって ソーシャルサ

ポー ト・ネ ッ トワー クを形成 して い くと理解 しが ちであるが、 そ うとは限 らな

い。 もちろん、そ うい うば あい もあ るが、要介護高齢者や介護者 がイニ シアテ

ィブを とって これにケ0ス マネ ジャーが協力す るばあ いもあ る。要 す るに、協

働 してお こな うわ けであ る。ア メ リカで は、家族員 をケースマネ ジャー と して

訓練 して、家族 の直接的 なサ ー ビスの提 供責任を強化す るの ではな く、 ソー シ

ャル ワーカーとと もに公私 のサ ー ビスの コーデ ィネイ トをす るとい う間接 的 な

援助責任 を とって もらう実験プ ロジェク トがお こなわれた りして いる47}。

こう した ソー シャルサポー ト・ネ ッ トワーク形成 を主張す ると、それは家族、

とりわ け主要な介護者であ る女性 たちのパ ー ソナルケア機能の負担 を当然視 し、

公的セ クターの負担 を抑制 して家族 ・親 族 にい っそうの負担 を求 め る政策 に加
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担す ることにな るとか、家族 ・親族 の情緒的機能 を過大 に評価 しす ぎることは、

家族 ・親族 にさ らな る負担 を求 め ることになる、 また、 もはや地域の相互扶 助

機 能は衰退 して お りパ ー ソナル ケアは もちろん、情緒 的なサポー トや情報 的な

サ ポー トの機能 を隣人や友人、仲問、ボ ラ ンティアな どに一 時的 、非ルー ティ

ン的にで も期待す ることは困難であ る、 とい った批判があ らためてでて こよ う。

これ らの批 判は正 当な ものである。

だが、現実 に、フ ォーマルな資源 は希少で あって、フォーマルな資源へのニー

ドを もつ要介護高齢者 の量的な拡大の もとでは、フォーマルな資源 とイ ンフォー

マルな資源 とが協働 しな ければ、要介護高齢者 の在宅生活をで きるだけ長 く維

持 して い くことは困難 である。 そ うした現実の もとで、ソー シャルサポー ト・ネ

ッ トワー クの形成 はイ ンフォーマルな介護者 の心 身の負担を軽減す ることをめ

ざ してお こなわれ る。 ただ、 ソー シャルサポ ー ト・ネ ッ トワー ク形成 の意 味は

それだけではない。 ソー シャルサ ポー ト・ネ ッ トワークの形成 とい うことは、た

ん にフ ォーマルな資源 を コーデ ィネイ トして導入 す るということではな く、サ

ポー トを必要 とす る人 とサポー トを提供 して くれ る人 とを結 び付 け、 その関係

がサポ ー トを受 け る人 に とって望 ま しい と感 じられ るように側面 か ら援助 して

い くことであ る(た とえば、サ ポー トを与え る人が フ ォーマル セ クターの人間

で あれば、その関係 をモニタ リング し、必要 に応 じてサポー トの与え手、 あ る

いは受 け手 にた い して、話 しの傾聴 やその受容、助言 、指示 な どの適切 な援助

をお こな って い く。 サポー トを与え る人が イ ンフ ォーマルな人で あれば、 問題

が生 じて いた り、受 け手 の側か ら援 助の要請が あ ったとき、適切 な関係調整 の

援助をお こなうなど)。 この人間関係のっなが り、結びつ きというネ ッ トワー ク

が、孤立 しがちな要介護高齢者や介護者 の孤独感や孤立感 をやわ らげ安心 感や

統合感 を もた らし、高齢者 の生活意 欲、介護者の介護意欲 や生活意欲の低下 を

予防す るよ うに機能す る、その よ うに働 くネ ッ トワークづ くりを援助す るとい

うことであ る。

地域 の相互扶助機能の衰退 という現象は、地域 によって違 いはあ るだろ うが、

一般的 にはその現実 を否定す る ことはで きない。だが 、隣人や町 内会、 といっ

た相互扶助機能が衰退 しっっ ある資源 の復 活を求 め るのではな く、 あ らたな資



在宅介護支援 セ ンターにおけるケースマネ ジメン ト

実践 とソーシ ャルサポー ト・ネ ッ トワー クの形成(1)

163

源 をつ くり出 して い く、 あるいはつ くり出 して い くことを求 あて社会 に働 きか

けて い くことが 、 ソーシ ャルサ ポー ト・ネ ッ トワーク形成 において必要 とされ

て いる。イ ンフ ォーマルな資源 をつ くりだす試 みの例 と して は、高齢者や介護

者 のセル フヘルプ ・グループづ くりを援助す る、郵便配達員や薬局な どの店主、

銀行や病 院の窓 口の係 りとい った町 のなかで住民か らその存在 が よ く見え る特

定 の 「職業役割 に従事す る人 々」 を訓練 して、援助が必要 と思 われ る高 齢者を

発見 し機 関に リファー した り、高齢者 に情報 提供 のサポー トをす るよ う期 待す

る、 ボラ ンテ ィア組織を育成 してサ ポー トを求めて いる人 に結 び付 け る、近 隣

にいる高齢者 自身が助 け合 うシステ ムをつ くる、 などがアメ リカでは試 み られ

て いる48)。わが国で も、支援 セ ンター事業では在宅介護相談協力員 と して、民生

委員 の他 に も薬局 の店主 など地域 におけ るイ ンフ ォーマル資源の協力を求 めて

いる。 これ らの人 々が情報提供 のサポー トを お こな った り、支援 セ ンターに リ

ファー して くるというサポー トだけを期待す るので はな く、地域 の高 齢者や介

護者 の孤独感、孤立感 を低下 させ安心感 を与え るよ うな人間的つ なが りの形成

を も、支援 セ ンターの職員 は期待 して協働 して い くことが求 め られ る。

なお、 ソー シャルワー クの文献 において は、 イ ンフ ォーマルネ ッ トワー ク

(ソー シャルネ ッ トワー ク)や ソーシャルサポー トといった概念の定義や用 い方

が、社会科学 におけ るそれ よ りルーズで あ って もっと社会科学 の理論 に学 ぶべ

きで ある という指摘が なされて いる49}。た しか に、イ ンフォーマルな資源 とかイ

ンフォーマルセ クター といえばすむ ところを イ ンフォーマルネ ッ トワー クとい

った りして いる し、Walkerの い うよ うに実際 にはひと りの家族員 によってケア

されて いる状況 を指 して、 イ ンフォーマルネ ッ トワー クによるケ アとい ういい

かたを して いる。 ネ ッ トワー クとい うのはあ くまで もい くっかの直接的 な人間

関係が結 びついた もの という意味で あ ることを忘 れ るべ きでは ないだ ろ う。 こ

れ らの用語 の用 い方 につ いて初 めに議論すべ きであ ったか も しれ ないが、今回

はイ ンフ ォーマルネ ッ トワー クの もつ機能の再評価 の背景を整理 す る ことに焦

点 をあて た。 この議論 は別 の機会 で検討す ることに したい。
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2)支 援 セ ンター に お け る ソー シ ャル サ ポ ー ト・ネ ッ トワー ク

形 成 分 析 の留 意 点

さて、ふ たっ の支援セ ンター におけ る援助実践で は、 どの よ うな ソー シャル

サ ポー ト・ネ ッ トワー クが形成 されてい るのか。ふたっのセ ンターの ソー シャ

ルサ ポー ト・ネ ッ トワー クの形成 の特徴が あるとすれば、それは どの ような要

因 によ って もた らされた と考 え られ るのか。 それぞれ収集 したデータを これ ら

の視点か ら分析 して い くさいの留意点 と して、サポ ー トの対 象、サポ ー トの種

類、サポー ト資源(サ ポー トす る主体)の 種類、サ ポー トの展 開過程、の4点 に

つ いて あ らためて整 理を してお きた い。

まず、サ ポー トを うける対象 にっ いてで あ るが、 これ は要介護高齢者 だけで

な く、介護者 も含 まれ る必要が あ る。家族 ・親族の介 護者(わ が国のばあいは

その多 くが 同居 の家族員 、 と りわけ妻や息子 の妻、娘)が 介護 によって どのよ

うな物理的、精神的負担 をかかえ るてい るか にかん して は、内外で多 くの調査

が お こなわれて いる。介護負担が増加 して い くこ と、 さ らにその終 わ りの時期

が予測で きない ことな どによ って、高齢者 と介護者 との情緒 的な関係が うま く

いか な くな ることは少な くな く(以 前か ら情緒的 にあ ま りうま くいっていなか

ったばあいには、それが さ らに悪化す る)、介護者 が高齢者 にた い して否定的 な

感情 を もっ にいた って、放置や虐待がお こなわれる こと もあ る5。》。 こう した状況

を予 防す るために も、介護者へのサポー トが積極的 にお こなわれ る必要があ る。

介護者 のス トレスのてい どは、要介護高齢者 の障害 のて いど ・要介護のて いど

だけに規定 され るのではな く、他者か らの具 体的な援助 や情緒 的サ ポー トが欠

如 して いることに も関係 して いると指摘 されているか ら51)、介護者 にたいす るサ

ポー トネ ッ トワー クの状態 をアセス メ ン トして、それ を強化す ることが重要 と

な る。

つ ぎにサ ポー トの種類。 これ までのアメ リカにおけ るソー シャルサポー ト研

究で お こなわれて きた分類 と して は、た とえば、Houseの 情緒 的サポー ト(共

感、愛情、信頼 、評価、関心 の提供)、 道具的サポー ト(現 物 、 金銭、労働、時

間、その他の直接的援助 の提供)、 情報的サポー ト(個 人的問題 ・環境上の問題
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に対処 して い くさいに役立つア ドバ イス、示 唆、指示、情報の提供)、 評価的サ

ポー ト(肯 定、 フィー ドバ ック、社会的比較、自己評価)と い う分類が あ る。 ま

た、Cookeら は、 ソー シャルサポー トは人間関係の関連性 とその意 味 に焦点を

あてた相互作 用 および交換で あ ると して、サ ポー トの種類 を受け手 の主観 的意

味づ けの分類 と してお こな って いる。 それ らは、情緒 的サポー ト(人 と して関

心 を もたれ愛 されているとその人が思 えるような情報 の提供)、 尊敬を与え るサ

ポー ト(自 分 の存在 ・行為 には価値が あ る、大切 に されて いるとその人が思 え

るよ うな情報 の提供)、 ネ ッ トワーク的サ ポー ト(集 団 に所属す ることにかん し

て信頼性 や安全性 の感覚を うけて いる と人が思え るよ うな情 報の提供)、 評価 的

サ ポー ト(問 題解決 のためにお こな った行為 やアイデ ィアにっ いて フ ィー ドバ

ックを与えて くれ るような情報 の提供)、 愛他的サポー ト(他 者 とともに、また、

他者 の ため にお こな ったゆえ に価値 があ ると人が思え るよ うな情報の提供)で

ある52>。

要介護高齢者 の在宅介護を支援す るイ ンフォーマルネ ッ トワー クとフ ォーマ

ルセ クター との協働 によ るソー シャルサ ポー ト・ネ ッ トワー クは、医療や看護

などの専 門的援 助、パー ソナル ケアを初 め とす る直接的介護 のサポー ト、医療

や介護 にかんす る情報の提供が もっとも重要 にな って くるが、Cookeら のい うよ

うな、高齢者 や介護者の存在や諸行為 の肯定 的意 味づ け とい うサ ポー トも、彼

らが種 々のス トレスに対処 して い くため に、また、孤独感、孤立感を和 らげ生

きて い く意 欲や介護意欲を支えて い くため には重要で あ る。要介護高 齢者、 ま

た、介 護者の ソー シャルサポー ト・ネ ッ トワーク形成で は、以下の よ うな種類

の援助 、サ ポー トが求め られて いるといえ よ う。

①専 門的援助(イ ンフ ォーマルネ ッ トワー クでは対処が で きない要介護状 態

にたいす る医療、看護 、保健 、 リハ ビ リテ ーシ ョン、虚弱者 を対象 と した

レク リエ ー シ ョン、カ ウ ンセ リングなどの専 門的援助)

②パ ー ソナルケア(直 接的な身の回 りの世話、介護)

③物的手段 によ るサボ0ト(パ ーソナル ケァ以外の労働 、時間、金銭 とい っ

た資源の提供)

④情報によ るサポー ト(医 療や福祉サ ー ビス、介護方法 などにかんす る知識、
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情報 の提供 、助言)

⑤情緒 的サポ ー ト(共 感 や愛情、関心 な どを示す。孤立感 の減少、ス トレス

の緩和 、情 緒的安定化が結果 と して もた らされ るよ うなサポー ト)

⑥評 価的サポ ー ト(存 在 や行為 にたいす る肯定的評価、 プラスのフ ィー ドバ

ック。 自己肯定感の回復、 モラールの向上 な どが結果 と して もた らされ る

よ うなサ ポー ト)

① は もちろん フ ォーマルセクターが担 う。②、③、④ はイ ンフ ォーマセ クター

のサ ポー トが高齢者や介 護者 のニーズをみた して いない とアセスメ ン トされ る

とき、 そ して、かれ らが外部 か らのサポ ー トを受 け入 れ ることに同意 した とき

には、 フ ォーマ ルセ クターか らの援助 が それ らをで きる限 り補完す るよ う資源

を動員 しなけれ ばな らない。緊急時 や一 時的なサポー トであれば、隣人や民生

委員、 ボラ ンテ ィアなどのイ ンフォーマルな資源 の動員が図 られ るばあい もあ

ろ う。⑤ と⑥ は一般的 にはイ ンフォーマルセ クターが担 って い る し、その ほ う

が よ り機能的で あるよ うに考 え られ るが 、必 ず しもそ うとはいえ ないば あい も

あ る。 また、 イ ンフ ォーマル、 フォーマルの双方か らこれ らのサ ポー トを受 け

ることがよ り効果的 ということもあ りうる。要介護高齢者 と介護者 の状況や、彼

らを取 り巻 くイ ンフ ォーマルネ ッ トワー クの状態 はひ とっ ひ とつのケース によ

って異 な るか ら、 これが望 ま しいソー シャルサポー ト・ネ ッ トワークのあ りか

たであ る、 とい うものはない。

サポー トをお こな う主体 につ いて は、 あ らためて リス トア ップする必要 はな

いと思 われ る。 イ ンフォーマル ネ ッ トワー クとい って も、家族 ・親族、 と くに

わが国 では同居 の特 定の家族員が高齢者 にたいす るイ ンフ ォーマルなサポー ト

提供の唯一 の主体であるばあいが少な くない。外出に も困難が ともな った り、言

語 によるコ ミュニ ケー シ ョンがむずか しくな って きた高齢 者のばあいには、家

族員以外の友人 ・知人、隣人、仲 閤 とい ったイ ンフォーマル な資源が どの てい

ど相互作用の相手 になれ るのか。家族介護者 にたいす るイ ンフォーマルなサポー

トも他 の家族員 や別 居の親族以外 にだれが どのよ うなサポー トの提供者 になれ

るだ ろ うか。
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サポー トネ ッ トワーク研究 のなか では、家族や親族 とい う一 次的な関係 によ

る強 い紐帯 ではな く、家族 ・親族外 の弱 い紐帯が家族 ・親族 外の情報 の獲得 に

役立っ とか、家族 ・親族ネ ッ トワー クか らの自立 を確保 してお くのに役立つ、援

助を外部 に求め るこ とが 自己の能力 の限界や失敗を示す とい う認 識を もってい

る人のばあ い、弱 い紐帯 との表面的 な接触 はそれ らの感覚 を もた らさな いです

む、とい った指摘が なされて いる53)。また、高齢者 と介護者 とのあ いだに、あ る

いは介護者 とその他 の家族員や親族 とのあいだに、情 緒的に不和 の関係が あ る

よ うなばあ いに も、弱 い紐帯 によ る情緒的、評価的サポー トの ほ うが好 まれた

りす るだろ う。 こ う した意義 を もつ弱 い紐帯、つ ま り、 ここで いえば家族 ・親

族以外 のサポー ト主 体 と して どの資源が高齢者や介護者 か ら選 ばれ るのか。高

齢者や家族介護者 に とって、地域 にある寝 た き り老人 ・ぼけ老 人をかかえ る家

族の会 といったセル フヘルプ ・グル ープや施設の家族 会、ボ ラ ンテ ィアな どと

の結びっ きが弱 い紐帯 としてサ ポー ト機能 をはた して いるのだ ろ うか。支援 セ

ンタ0で の実践 は、 これ らのイ ンフォーマルな資源をケース に応 じて動員 した

り、 それ らの資源の開発 ・育成 に努 力す ることが求め られて いる。

最後 にサ ポー トの展開過程にっ いて。支援セ ンターの ワーカーがケ ース に出

会 うときは、イ ンフォーマルネ ッ トワー クだ けではニーズ充足や 問題解決が十

分 にはなされて いな い、 あ るいはなされ ない と予想 され るとき、あ るいは素人

ではな く専門家 による援助や ア ドバ イスが必要 と判 断 され るばあ いが 多い(そ

れ らの予想 や判 断は高齢者 自身 や家族介護者、親族の他 に、 ケース に関与 した

専門機 関のス タ ッフ、隣人や友人、民生委員 などによって もなされ る)。 それゆ

え、 ワーカーは、要介護高齢者や介護者 の表明す る公的サー ビスへのニーズや、

専門的アセスメ ン トに もとつ いて把握 したニーズに もとつ いて、主 と して フォー

マルなサー ビスの導入 を検討 して い くことになる。必要 な ときに必要 な援助が

なされ ることが重要 なのであるが、利用で きる適切なサー ビスが地域 になか っ

た り、サー ビス導 入の手続 きに時間がか か った りす るため に、 タイ ミングよ く

提供で きるとは限 らない。その結果 と して、そのサー ビスが提供 され ることを

とお して、サー ビス提供者 と高齢者 および介護者 との人間関係を形成す ること

ができない ことが あ る。
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また、フ ォーマル な機 関 ・組織 のスタ ッフの関与 やサー ビス提供が決 ま った

時点で、高齢者 や介護者 がそれを拒 否 したため に、必要 と思 われ るサポーテ ィ

ブな関係の形成がで きないこともあろ う。 ソー シャルネ ッ トワー ク研究では、イ

ンフ ォーマルネ ッ トワー クによ るサ ポー トが それを受 ける側 にと って いっ もサ

ポーテイブな もの とは限 らないことを指摘 して いる。提供 され るサポー トがニー

ズ にあ って いな い こと もその例 であ るが、サ ポー トを受 ける ことがサポー ト提

供者 か らのコ ン トロールを うけ る恐 れや、提供者 にたい して譲歩 や妥協が必要

とな って 自律性を失 う恐 れがあ ると受 け手が感 じるとい った こともあ る糾)。さ ら

に、家庭の なか に家族 ・親族以外 の ものが入 って くることへの不安や不快 さ、プ

ライバ シーの露 見の恐 れ、家族 ・親族外 に援助 を求 めることへの恥辱感、介護

者 に よるあるいは家族全 体によ る介護 の限界 を再認識す ることへの抵抗感 など

も考 え られ る。 こ うした感情が ケアプラ ンに一度 は同意 した ものの、実際 に援

助 を うける段階になって それを躊躇 した り、拒否 した りす る事態を もた らす。そ

の結果、 タイ ミングのよ いサポーテ ィブな関係がつ くれず、結果 と して よ り望

ま しい と計画 され て いた ソー シャルサ ポー ト・ネ ッ トワー クの形成が困難 にな

るとい うことが生 じるだろ う。

さ らに、サー ビスの導入やイ ンフ ォーマル な資源の導入が なされた後、その

フ ォーマルなサ ー ビス提供者やイ ンフォーマル な支援者 と、高齢者 あるいは介

護者 とのあ いだに信頼関係が築かれず、関係の継続が拒否 され ることもある。ま

た、高齢者や介護者 のニーズ にあわせ て フォーマルなサー ビス提供者 によるサー

ビスの導入や中止 を随時検討 して い く必要 もあ る。 そ して、な によ りも、 ソー

シャルサ ポー ト・ネ ッ トワー クによ る在宅介護 の限界点を予期 して、時期を見

計 らって施設入所 にっ いて高齢者や家族 との話 し合 いをお こな って い く必要が

ある。

さて、実 際のデ ータの分析 にあた って は、両支援セ ンター とも、イ ンフォー

マルネ ッ トワークにかん しては収集情 報が限定 されて いる。 そ こで、支援 セ ン

ターの ワーカーがかかわ ることによ って、 フ ォーマルなサ ー ビス(と くに専門

的援助やパ ーソナルケアのサー ビスで それを受 け ることがあ るて いど継続す る

人間関係を受 け手 に もた らす もの)を 利用 す ることがで きるよ うになったケー
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スを全体 のケースか ら拾 い出す。 また、支 援 セ ンターの ワーカー 自身 が、 あ る

て いど継続的にかかわ って6種 類のサポー トの うちなん らかのサ ポー トをおこな

って いるケース も拾 い出す。受 け手 の側 のサ ポー トにたいす る主観 的意味付 け

にかん して は、 あ らためて受 け手 に尋ね る しかな く、今回はそ こまで お こなえ

ないので、あ くまで もケース記録の記載 されているワーカーの諸行為が6っ の種

類 のサ ポー トにあては ま るか ど うかを こち らが判 断す る。

そ して、拾 い出 したケースにつ いて、高齢者 だけにたいす るソー シャルサポー

ト・ネ ッ トワー クの形成 か、家族介護者 にた いす るソーシャルサ ポー トネ ッ ト

ワー クの形成か、それ ら両者 を含んだ ものか、3っ に分類す る。 その うえで、そ

れぞれの分類 につ いて、 ケース記録 を もとに ソー シャルサ ポー ト・ネ ッ トワー

クの展 開過程 につ いてエ コマ ップな どを用 いなが ら整理 して い く。 これ らの結

果 にかん して、両支援 セ ンターにそれぞれ特 徴が見 られ ると した ら、 それが地

域 の公的サー ビスやイ ンフ ォーマル資源 の種類や その量、質 とい う地域 的要因、

支援 セ ンターの組織上の要因、 ワーカーの個 人的要因(経 験度や職種 など)な

どによ って解釈 で きるのか どうか検討 して い く。
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